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   第 ３ 回   熊本県議会    厚生常任委員会会議記録 

 

平成27年６月30日(火曜日) 

            午前10時１分開議 

            午後０時５分休憩 

            午後０時59分開議 

            午後２時15分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 平成27年度主要事業等の説明 

 議案第１号 平成27年度熊本県一般会計補

正予算(第２号) 

 議案第８号 熊本県入浴施設におけるレジ

オネラ症の発生防止のための衛生管理

に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

 議案第９号 熊本県食品衛生基準条例の一

部を改正する条例の制定について 

 議案第10号 熊本県養護老人ホームの設備

及び運営の基準に関する条例等の一部

を改正する条例の制定について 

 議案第11号 熊本県児童福祉施設の設備及

び運営の基準に関する条例の一部を改

正する条例の制定について 

 報告第１号 平成26年度熊本県一般会計繰

越明許費繰越計算書の報告についての

うち 

 報告第９号 第５期熊本県障がい者計画策

定の報告について 

 報告第10号 歯科保健対策の推進に関する

施策の報告について 

 閉会中の継続審査事件 

 その他報告事項 

  ｢地域医療構想」の策定について 

  国民健康保険の財政運営責任等の都道府

県移行について 

  熊本県の歯科保健対策の推進に関する施

策の報告について 

――――――――――――――― 

出席委員(８人) 

        委 員 長 髙 木 健 次 

        副委員長 橋 口 海 平 

        委  員 岩 中 伸 司 

        委  員 藤 川 隆 夫 

        委  員 重 村   栄 

        委  員 岩 田 智 子 

        委  員 松 野 明 美 

        委  員 吉 田 孝 平 

欠席委員(なし) 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 健康福祉部 

         部 長 豊 田 祐 一 

       政策審議監 寺 島 俊 夫 

         医 監 迫 田 芳 生 

      長寿社会局長 大 村 裕 司 

 子ども・障がい福祉局長 松 永   寿 

        健康局長 山 内 信 吾 

      首席審議員兼 

    健康福祉政策課長 渡 辺 克 淑 

    健康危機管理課長 岡 﨑 光 治 

      首席審議員兼 

     高齢者支援課長 本 田 充 郎 

  首席審議員兼認知症対 

  策・地域ケア推進課長 池 田 正 人 

      社会福祉課長 吉 田 雄 治 

     子ども未来課長 福 田   充 

   子ども家庭福祉課長 奥 山 晃 正 

    障がい者支援課長 井 上 康 男 

      首席審議員兼 

      医療政策課長 立 川   優 

  国保・高齢者医療課長 大 塚 陽 子 

   健康づくり推進課長 下 村 弘 之 
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      薬務衛生課長 和久田 俊 裕 

 病院局 

     病院事業管理者 河 野   靖 

      総務経営課長 清 原 一 彦 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

       議事課参事 小 池 二 郎 

   政務調査課課長補佐 春 日 潤 一 

――――――――――――――― 

  午前10時１分開議 

〇髙木健次委員長 それでは、ただいまか

ら、第２回厚生常任委員会を開会いたしま

す。 

 本日の委員会に１名の傍聴の申し出があり

ましたので、これを認めることといたしまし

た。 

 まず、開会に当たりまして、一言御挨拶を

申し上げます。 

 第１回厚生常任委員会で委員長に選任をい

ただきました髙木健次でございます。今後１

年間、橋口副委員長とともに、誠心誠意円滑

な委員会運営に努めてまいりたいと思います

ので、どうぞよろしくお願いを申し上げま

す。 

 委員各位におかれましては、御指導、御鞭

撻をいただきますよう心からお願いを申し上

げます。 

 また、健康福祉部長、病院事業管理者を初

めとする執行部の皆様方におかれましても、

御協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

 簡単ではございますが、御挨拶とさせてい

ただきます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 続いて、橋口副委員長から挨拶をお願いし

ます。 

 

○橋口海平副委員長 副委員長に選任いただ

きました橋口海平です。今後１年間、髙木委

員長を補佐し、一生懸命円滑な委員会運営に

努めてまいります。どうぞ御協力のほど、皆

様方におかれましては、よろしくお願い申し

上げます。 

 簡単ではございますが、御挨拶とさせてい

ただきます。 

 

〇髙木健次委員長 それでは、本日の委員会

は、執行部を交えての初めての委員会であり

ますので、執行部の幹部職員の自己紹介をお

願いします。 

 自己紹介名簿に従い、課長以上の紹介をお

願いします。 

 なお、審議員、課長補佐等につきまして

は、お手元の委員会資料の役付職員名簿のと

おりであります。 

 それでは、健康福祉部、病院局の順でお願

いします。 

  (健康福祉部長～薬務衛生課長、病院事

業管理者～総務経営課長の順に自己紹

介) 

○髙木健次委員長 １年間、このメンバーで

審議を行いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 それでは、主要事業等の説明に入ります

が、質疑については、執行部の説明を求めた

後に、一括して受けたいと思います。 

 なお、審議を効率よく進めるために、執行

部の説明は簡潔にお願いします。 

 また、本日の説明等を行われる際、執行部

の皆さんは着席のままで行ってください。 

 まず、健康福祉部長から総括説明を行い、

続いて、担当課長から資料に従い説明をお願

いします。 

 初めに、豊田健康福祉部長。 

 

○豊田健康福祉部長 髙木委員長、橋口副委

員長初め委員の皆様方には、この１年間、大

変お世話になります。改めてよろしくお願い

申し上げます。 

 それでは、着座にて説明いたします。 

 健康福祉部の概要の説明に先立ち、最近の
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健康福祉行政を取り巻く環境につきまして御

説明申し上げます。 

 現在、社会保障の充実、安定化とそのため

の安定財源確保と財政健全化の同時達成を目

指します社会保障と税の一体改革に、国、地

方が一体となって取り組んでおります。 

 昨年度から、地域医療介護総合確保推進法

や難病法、医療保険制度改革関連法といった

関係法律が次々と成立するとともに、この４

月には子ども・子育て支援新制度が施行され

るなど、改革は着実に進められています。 

 県といたしましても、このような国の動き

に対応するため、地域包括ケアシステムの構

築、地域医療構想の策定、国民健康保険の財

政運営責任等の都道府県移行への対応、子ど

も・子育て支援新制度への対応など、必要な

取り組みを適切に進めてまいります。 

 次に、平成27年度の健康福祉部の概要につ

いて御説明申し上げます。 

 まず、当部の組織機構についてですが、昨

年度に引き続き３局12課１課内室という体制

で取り組んでまいります。 

 平成27年度の健康福祉部当初予算について

ですが、幸せを実感できるくまもとの実現に

向けた新４カ年戦略の総仕上げの年度とし

て、長寿を楽しむ等の取り組みについて、加

速化、見える化、核心を突くという３つの視

点で取り組みの重点化を図り、総額1,386億

1,000万円余の予算を計上しております。 

 施策の主な内容ですが、まず、長寿を楽し

むための取り組みについては、養成率が６年

連続日本一となった認知症サポーターの活動

が幅広く展開されるよう支援してまいりま

す。また、本年９月に、日本で初めて熊本で

開催されます認知症アジア学会において、本

県の認知症医療体制や質の高い介護を発信し

てまいります。 

 さらに、在宅医療の推進やＩＣＴを活用し

た地域医療等情報ネットワークの構築、医療

機関と介護関係施設等の連携促進などによ

り、必要な医療提供体制の確保や地域包括ケ

アシステムの構築に取り組んでまいります。 

 また、医療と介護の人材確保を図るため、

修学資金の貸し付けなどの取り組みととも

に、介護職の魅力をＰＲする広報啓発や就労

促進のための研修等を積極的に展開してまい

ります。 

 さらに、生涯現役で活躍できる仕組みづく

りと健康寿命の延伸を図るため、高齢者の社

会参加の促進や県民主体の健康づくりの推進

に取り組んでまいります。 

 次に、子どもの育ちと若者のチャレンジを

応援するための取り組みについては、子ど

も・子育て支援新制度に基づき、幼児期の教

育、保育や地域の子ども・子育て支援を総合

的に推進し、待機児童の解消を目指すととも

に、保育士等の確保に引き続き取り組んでま

いります。 

 また、子供が病気になっても安心して子供

を預けられるよう、病児・病後児保育サービ

スが県内全域で利用できる体制づくりを進め

てまいります。 

 さらに、子ども・若者総合相談センターを

新たに設置し、ニートやひきこもり、不登校

など、社会的に自立が困難な子供、若者への

相談支援体制の充実を図ります。 

 次に、障がいのある人が暮らしやすい熊本

に向けた取り組みについては、重度の障害の

ある方を在宅で介護されている御家族の負担

軽減を図るため、重度訪問介護従事者の育成

に取り組みます。さらに、重度の障害のある

方を新たに受け入れる事業所に対する支援を

行い、御家族のレスパイトケアの充実に取り

組んでまいります。 

 また、2020年の東京パラリンピックに向け

た県内選手の育成強化を推進し、同大会への

本県選手の出場を通して、障害のある方の自

立と自己実現、社会参加が一層進むよう、関

係団体とともに取り組んでまいります。 

 次に、夢を叶える教育に向けた取り組みに
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ついては、就業や子育てなどに関するさまざ

まな困難に直面しているひとり親家庭や生活

保護世帯、生活困窮世帯の子供を対象に学習

支援を行い、貧困の連鎖を教育で断つ取り組

みを推進します。 

 以上、概要を申し上げましたが、詳細につ

きましては、関係各課長が説明いたしますの

で、よろしくお願いいたします。 

 

〇髙木健次委員長 引き続き各課長から説明

をお願いします。 

 渡辺健康福祉政策課長。 

 

○渡辺健康福祉政策課長 健康福祉政策課で

ございます。 

 お手元の資料のうち、平成27年度主要事業

及び新規事業をお願いいたします。 

 資料のうちの２ページをお願いいたしま

す。 

 まず、保健・医療の推進でございますが、

説明欄１の保健医療計画の推進につきまして

は、本県の保健医療分野の基本的な指針であ

ります第６次熊本県保健医療計画に基づき、

いつまでも健康で安心して暮らせるくまもと

を目指して、各種保健医療施策に取り組んで

まいります。 

 次に、地域福祉の推進についてでございま

す。 

 説明欄１の地域福祉支援計画推進・支援事

業では、最終年度を迎えました第２期熊本県

地域福祉支援計画に掲げた、ともに支え合う

社会づくりに向けた取り組みを着実に推進す

るとともに、平成28年度を開始年度といたし

ます第３期計画を策定いたします。 

 主な取り組みといたしまして、(1)の地域

の縁がわ彩り事業は、地域の誰もが集え、支

え合いの拠点となる地域の縁がわを整備する

もので、昨年度中に目標の500カ所を１年前

倒しで達成いたしましたが、引き続き、整備

が進んでいない地域への整備を進めますとと

もに、縁がわにおける活動内容の充実に取り

組んでまいります。 

 (2)の地域の結いづくり活き活き事業につ

きましては、見守る人と見守られる人を決め

て行う地域の見守り活動や民間事業者が見守

りに参加する熊本見守り応援隊、さらに、災

害時におきます高齢者等の避難支援の取り組

みを進めてまいります。 

 次に、説明欄２の福祉人材の確保のうち、

(1)の福祉人材緊急確保事業につきまして

は、中学生向けの出前講座や学生の職場体

験、就業相談など、特に若者の福祉分野への

参入を促進する取り組みを進めてまいりま

す。 

 (2)の社会福祉施設人材確保応援事業につ

きましては、職員の処遇面で他の模範となる

施設を表彰し、優良事例として広く周知する

ことにより、若い世代の福祉の仕事に対する

イメージの改善を図るとともに、他の社会福

祉施設が処遇改善に取り組む契機といたしま

す。 

 ３ページをお願いいたします。 

 やさしいまちづくりの推進についてでござ

います。 

 まず、説明欄１のやさしいまちづくり計画

の推進では、高齢者や障害者等の社会参加を

促進するため、第３期やさしいまちづくり推

進計画に掲げた取り組みの推進を図ってまい

ります。 

 主な取り組みといたしまして、(1)のハー

トフルパス制度の推進・拡充につきまして

は、障害者等用駐車場の適正利用を進めるた

め、駐車場利用証を発行するハートフルパス

制度の周知と協力施設の拡大を図ってまいり

ます。 

 (2)のおでかけ安心トイレの普及促進事業

につきましては、高齢者や障害者等の外出を

支援するため、車椅子対応などの基準を満た

すトイレを備えた協力施設を募集、登録し、

広く情報提供を行ってまいります。 
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 (3)のハートフルサポーター育成事業で

は、高齢者や障害者等と接する機会の多いサ

ービス業の従業員を対象に、障害の特性や対

応方法等について研修を行い、ハートフルサ

ポーターとして育成してまいります。 

 次の地域の絆づくり推進事業は、国の緊急

経済対策を活用した新規事業でございます

が、就労や地域活動、ボランティア活動な

ど、高齢者の社会参加促進に資する関係機関

や団体等の掘り起こしとネットワークづくり

によりまして、高齢者の活躍の場を確保しま

すとともに、マッチングを行い、高齢者が生

涯現役で活躍できる仕組みづくりと健康寿命

の延伸を図ってまいります。 

 ４ページをお願いいたします。 

 災害救助対策の推進についてでございま

す。 

 災害救助対策や被災者支援対策を円滑に実

施するため、市町村担当者等への説明会を開

催しますとともに、災害発生時に避難所等で

高齢者や障害者等を支援します災害派遣福祉

チーム、熊本ＤＣＡＴの活動に備えた研修等

を実施いたします。 

 健康福祉政策課は以上でございます。 

 

○岡﨑健康危機管理課長 健康危機管理課で

ございます。 

 資料の５ページをお願いいたします。 

 まず、健康危機管理対策でございます。 

 説明欄１でございますが、健康危機管理推

進事業でございます。 

 感染症や食中毒など、事案発生時における

迅速な対応を図るため、関係機関と連携いた

しまして、原因究明や拡大防止に取り組んで

おります。 

 主な事業は、(1)から(4)に書いております

が、特に(2)健康危機発生に備えた訓練、研

修等につきましては、地域の保健所、それか

ら医療機関と連携いたしまして、さまざまな

事案に応じました研修、訓練を実施している

ところでございます。 

 続きまして、感染症対策でございます。 

 １の感染症の発生動向調査及び感染症予防

事業でございます。 

 感染症の発生予防、それから蔓延防止を図

るため、感染症の発生動向調査、それから事

案に関します積極的疫学調査、病原体の検査

等を行っております。 

 続きまして、３番の肝炎対策事業でござい

ます。 

 肝炎対策を推進するために、以下の取り組

みを行っております。 

 まず、(1)Ｂ型肝炎、Ｃ型肝炎の患者の方

に対するインターフェロン治療及び核酸アナ

ログ製剤治療に係ります医療費の助成を行っ

ております。それから、(2)保健所または委

託医療機関におきまして、肝炎のウイルス検

査を実施しております。それから、(3)は新

規事業でございますが、(2)でウイルス検査

を実施された方が陽性と判断された方に対し

まして、精密検査費用の助成を今年度から開

始することになっております。それから、そ

のほか、医療機関のネットワーク事業、それ

から、市民公開講座、患者支援手帳等による

普及啓発、患者の支援を行っております。 

 続きまして、６ページをお願いいたしま

す。 

 ４番の結核検診事業及び結核対策特別促進

事業でございます。 

 結核の患者が発生した場合に、迅速に接触

者の調査、健診を実施いたしまして、感染拡

大防止等に努めております。 

 続きまして、風しん対策事業でございま

す。 

 乳児に先天性異常を起こします先天性風疹

症候群を防止するため、妊娠を希望する女性

に対して抗体検査を行っております。また、

抗体検査で予防接種が必要と判断された者に

対する予防接種を行う市町村に対して助成を

行っておるところでございます。 
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 続きまして、新型インフルエンザ対策でご

ざいます。 

 １番、新型インフルエンザ等対策事業で

は、平成25年に策定いたしました県の行動計

画に基づきまして、新型インフルエンザの発

生に備えまして、医療機関における人工呼吸

器の整備、初動対応の訓練、研修を行ってお

ります。今話題になっておりますＭＥＲＳ対

策等につきましても、こういった事業を活用

しながら、応用しながら、啓発、医療体制の

整備を行っているところでございます。 

 続きまして、食品の安全確保対策でござい

ます。 

 １番の食品営業監視事業でございます。 

 県内で流通しております食品の安全確保を

行うため、保健所に配置しております食品衛

生監視員によります監視指導を常時行ってお

ります。 

 それから、２番の食品衛生指導員巡回指導

委託事業でございます。 

 県内の食品衛生協会に委託いたしまして、

約900人の方に食品衛生指導員になっていた

だきまして、食品営業者による自主衛生管理

促進を図っておるところでございます。 

 続きまして、７ページ、４番でございま

す。 

 と畜検査事業、ＢＳＥ食肉検査体制整備事

業及び食鳥肉処理安全対策事業でございま

す。 

 県内の屠畜場等で処理されます牛、豚、

馬、それから食鳥につきまして、食肉検査と

施設の衛生指導を行っております。 

 最後が動物愛護でございます。 

 １の犬取締事業及び動物愛護管理事業でご

ざいます。 

 狂犬病予防法、それから動物愛護管理法に

基づきまして、犬、猫の保護、引き取り、そ

れから譲渡、処分等を行っております。 

 また、動物愛護、それから終生飼養を推進

するため、動物とのふれあい方教室など、動

物の愛護業務を行っております。 

 最後が、２の動物保護管理事業でございま

す。 

 県の動物管理センターの維持管理及び第２

次熊本県動物愛護・管理推進計画に基づきま

して、県民の動物愛護に関する意識の高揚、

飼い主への啓発等を進めているところでござ

います。 

 健康危機管理課は以上でございます。 

 

○本田高齢者支援課長 高齢者支援課でござ

います。 

 説明資料の８ページをお願いいたします。 

 まず、項目欄最上段の高齢者福祉計画・介

護保険事業支援計画等に関することでござい

ますが、説明欄１の高齢者福祉計画・介護保

険事業支援計画等評価・推進事業でございま

すが、現在、高齢者の福祉に関する計画は、

法律に基づき、３年に１回改定することにな

っております。本年３月に改定を終えたばか

りでございます。今年度から29年度までが第

６期計画となっており、有識者による会議を

開催し、定期的に評価を行い、その推進を図

ってまいります。 

 次に、項目欄の２つ目の元気高齢者に対す

る取り組みでございます。 

 説明欄１の高齢者の生きがいと健康づくり

の推進でございますが、(1)の明るい長寿社

会づくり推進事業では、高齢者の社会参加を

促進し、生きがいと健康づくりを推進するた

め、さわやか大学校や高齢者作品展等の文化

活動、また、シルバースポーツ大会やねんり

んピック等のスポーツ活動事業を行う熊本さ

わやか長寿財団へ助成を行っております。 

 (2)の高齢者能力活用推進事業は、高齢者

の就労を支援するため、県内11カ所に無料職

業紹介所を設置するものでございます。 

 次に、説明欄２の老人クラブ活動の推進で

ございますが、現在県内には2,500を超える

老人クラブがございまして、13万8,000人を
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超える会員がおられます。 

 (1)の県・市町村老人クラブ連合会活動推

進事業では、県や市町村老人クラブ連合会へ

の運営費の助成や、連合会が行う生きがいづ

くり、健康づくり活動に助成をしておりま

す。 

 (2)のシルバーヘルパー活動推進事業は、

ひとり暮らしの高齢者宅を訪問し、話し相手

や日常生活の援助などの訪問活動を行うシル

バーヘルパーの養成を行うものでございま

す。昨年度は、年間1,200名を超える方を養

成しております。 

 ９ページをお願いいたします。 

 要介護高齢者に対する取り組みでございま

す。 

 説明欄１の介護基盤整備でございますが、

(1)の介護基盤緊急整備等事業は、冒頭申し

上げました第６期計画に基づきまして、市町

村から要望のあった介護施設等を新規に整備

する事業でございます。(2)の老人福祉施設

整備等事業は、老朽化した施設を改築する事

業でございます。 

 説明欄２の施設開設準備経費助成特別対策

事業は、新規に開設する事業者に対しまし

て、開設準備期間の職員給与や研修費用、初

期の備品購入を助成するものでございます。 

 説明欄３の看取り空間整備支援事業は、特

別養護老人ホームや老人保健施設に安心して

みとり期間を過ごしていただく居室等を整備

するものでございます。 

 説明欄４の介護人材確保対策推進事業は、

介護職の魅力や専門性等を中高生を初め県民

全体に広報するとともに、離職している有資

格者等の再就職へ向けた実践研修を行うもの

でございます。 

 説明欄５の長寿を支える地域の介護職員等

研修支援事業は、現在勤務している介護職員

の方が研修等に出やすいように、その欠員と

なる期間に代替する職員を雇用する人件費の

一部を助成するものでございます。 

 高齢者支援課は以上でございます。 

 

○池田認知症対策・地域ケア推進課長 認知

症対策・地域ケア推進課です。 

 説明資料の10ページをお願いいたします。 

 主なものを御説明いたします。 

 まず、項目欄、地域包括ケアの推進です。 

 説明欄の１、地域包括ケア推進体制強化事

業につきましては、高齢者の生活を支える地

域包括ケアシステムの構築に向けまして、医

療と介護の連携モデルづくりとその普及を図

るとともに、市町村への地域ケア会議アドバ

イザー派遣、それから地域包括支援センター

のネットワーク強化などに取り組み、市町村

や地域包括支援センターの機能強化を図りま

す。 

 次に、２、訪問看護推進等在宅療養支援体

制づくり事業につきましては、地域包括ケア

システムの構築に向けまして、各保健所に非

常勤の専門職を配置いたしまして、関係機関

の連携促進を図りますとともに、訪問看護提

供体制の整備等を推進するための働きかけや

普及啓発などを行うものでございます。 

 次に、３、訪問看護推進人材育成事業、そ

れから４、訪問看護ステーション等立上げ支

援事業、それから５、訪問看護ステーション

サポートセンター事業は、これは、いずれも

訪問看護体制の充実を図るためのものでござ

います。 

 ３の事業で、大学と連携して訪問看護師を

養成いたします。４の事業で、県内全域で訪

問看護を利用できる体制が整えられますよ

う、条件が不利な地域で訪問看護サービスを

立ち上げます事業者に対して助成を行いま

す。また、５の事業で、訪問看護ステーショ

ンからのさまざまな相談に対応いたしますサ

ポートセンターを運営する県看護協会に対し

て助成を行うものでございます。 

 次に、６、介護予防・生活支援サービス構

築支援事業につきましては、介護保険の予防
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給付のうち、訪問介護と通所介護が市町村地

域支援事業へ移行する制度改正、この制度改

正に市町村が適切に対応し、介護予防、生活

支援サービスが充実されるよう、研修やアド

バイザーの派遣を行います。また、あわせ

て、生活支援サービスの開発、担い手養成な

どを行います生活支援コーディネーターに対

し、研修会や連絡会の開催とともに、実施で

の支援を行います。 

 次に、新規事業、中山間地域等創生による

地域包括ケア推進事業です。中山間地域等に

おいて、住民参加のもと、地域の実情に応じ

た在宅サービス拠点や生活支援サービスの基

盤づくりに取り組みます市町村に対して助成

を行います。 

 次に、11ページをお願いいたします。 

 ８、新規事業、ロコモ予防等普及啓発事業

につきましては、健康寿命の延伸のため、要

介護状態となるリスクの高いロコモティブシ

ンドローム、骨、筋肉、関節、神経などの運

動器の障害ですけれども、この予防につきま

して、医師会、熊大病院と一体となって普及

啓発を進めてまいります。 

 次に、項目欄、認知症施策の推進です。 

 説明欄の１、認知症診療・相談体制強化事

業につきましては、認知症医療体制の確立や

相談体制の充実等を図るものです。 

 (1)認知症疾患医療センター運営事業につ

きましては、ことし４月、新たに指定いたし

ました水俣・芦北地域の診療所型認知症疾患

センターを含め、県内11のセンターの運営を

行います。 

 次に、２、「熊本モデル」認知症疾患医療

機能強化事業につきましては、熊大と連携し

て、認知症専門医等の養成、また、研修を行

います。 

 次に、３、新規事業、市町村認知症早期発

見・対応支援事業につきましては、市町村が

平成30年度までに配置することとなっており

ます認知症初期集中支援チームによる認知症

の疑いがある方々への訪問活動等が円滑に進

みますよう、地域拠点型認知症疾患医療セン

ターの精神保健福祉士等が助言、それから同

行などの支援を行うものでございます。 

 次に、12ページをお願いいたします。 

 説明欄の５、認知症サポーター養成・地域

見守り推進事業につきましては、養成率で６

年連続日本一となっております認知症サポー

ターの養成を引き続き継続いたしますととも

に、認知症の方とその御家族の方々が安心を

実感していただけますよう、認知症サポータ

ーによる見守りや居場所づくり、リーダー養

成などを進めてまいります。 

 次に、６、若年性認知症対策事業につきま

しては、若年性認知症の方がその特性に応じ

たサービスを受けられますよう、介護施設等

に対して、ケアの質の向上に向けた集合型研

修、講師派遣型研修などの支援を行うもので

ございます。 

 次に、７、「熊本モデル」アジア交流促進

事業につきましては、熊本モデルといたしま

して注目をいただいております本県の認知症

医療体制について、アジアに広く情報を発

信、交流を促進するため、９月に日本で初め

て開催されます認知症アジア学会を支援いた

しますとともに、あわせて、県主催で認知症

介護をテーマとしたシンポジウムなどを開催

するものでございます。 

 次に、項目欄、介護保険制度の運営です。 

 説明欄の１、介護給付費県負担金交付事業

並びに２、地域支援事業交付金交付事業につ

きましては、市町村が行います介護保険給

付、それから市町村が同じく行います地域の

実情に応じて実施する介護予防や日常生活支

援などの取り組みに対しまして、法に基づき

負担を行うものでございます。 

 次に、３、新規事業、第１号保険料県負担

金交付事業につきましては、市町村が行いま

す低所得者への保険料軽減に要する費用に対

しまして、介護保険法の規定に基づきまし
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て、県負担分を交付するものでございます。 

 次に、13ページ、４、新規事業、ケアプラ

ン点検支援体制構築事業です。市町村でのケ

アプラン点検を強化するため、研修及びケア

プラン点検に指導者を派遣し、専門的助言を

行うことといたしております。 

 認知症対策・地域ケア推進課は以上でござ

います。 

 

○吉田社会福祉課長 社会福祉課でございま

す。 

 14ページをお願いいたします。 

 まず、生活困窮者への支援強化についてで

ございます。 

 １の生活保護、動向につきましては、備考

欄に掲げておりますとおり、保護人員、保護

率は、平成８年度以降増加傾向が続いており

ます。直近の数字を説明欄の表に載せており

ますが、本年３月現在の生活保護率は、県全

体で人口1,000人当たり14.99となっておりま

す。また、生活保護法や保護基準につきまし

ては、平成26年７月から、就労自立や不正受

給対策の強化を主眼とする改正法が施行され

るとともに、保護基準や住宅扶助等の見直し

が行われております。 

 次に、(2)主な取り組みでございます。 

 適正な制度の運営につきましては、生活保

護を必要とする方が適切に保護され、受給要

件を満たさない者が不当に受給することがな

いよう、各福祉事務所への指導監査等を通じ

て、生活保護の適正実施に取り組んでまいり

ます。 

 自立支援につきましては、被保護者就労支

援事業として、就労支援員の配置を行い、就

労による自立を促進します。 

 15ページをお願いいたします。 

 子供の学習支援員につきましては、家庭訪

問等により子供の学習意欲を喚起し、学習塾

への通塾を支援してまいります。 

 救護施設の老朽改築につきましては、八代

市のほうに所在する救護施設の老朽改築を行

うものです。 

 次に、２の生活困窮者対策について説明い

たします。 

 まず、動向につきましては、生活保護受給

者等の増加により生活困窮者が増加してお

り、生活保護に至る前の段階におけるセーフ

ティーネットとして、生活困窮者自立支援法

が27年４月１日から施行されております。 

 このため、主な取り組みとしまして、ま

ず、法に基づく必須事業としての自立相談支

援事業は、専門の支援員を配置して相談対応

を行い、自立のためのプランを策定し、支援

を行うものです。 

 県におきましては、県社会福祉協議会に委

託し、県内全ての町村社会福祉協議会に窓口

を設置し、相談対応を行います。また、住居

確保給付金は、失職等により住居の確保が困

難な者に対して家賃費用を支給するものでご

ざいます。 

 16ページをお願いいたします。 

 次に、法に基づく任意事業でございますけ

れども、自立相談支援事業で策定しましたプ

ランに基づきまして取り組むものです。 

 就労準備支援事業は、ひきこもりやニート

等に対し、職場見学等を通じて、一般就労に

つなげるものです。一時生活支援事業は、ホ

ームレスに対し、宿泊場所の提供や衣食等の

提供を行うものです。家計相談支援事業は、

家計管理に問題がある困窮者に対して、家計

簿作成等により、家計の安定を図り、自立を

支援するものです。子どもの学習援助事業

は、保護世帯等の子供に対し、家庭訪問や塾

形式で学習支援を行うものでございます。い

ずれの事業も、県内の社会福祉法人や学校法

人等に委託して取り組んでおります。 

 次に、生活困窮者対策に関連する国庫補助

事業として取り組んでおります矯正施設等退

所者社会復帰支援事業は、高齢や障害を有す

る者が刑務所等を退所後直ちに福祉サービス



第２回 熊本県議会 厚生常任委員会会議記録（平成27年６月30日) 

 - 10 - 

を受けられるように支援し、退所者の再犯防

止と社会復帰を支援するものでございます。 

 次に、県独自の取り組みである生活保護世

帯からの大学進学応援資金貸し付けは、生活

保護世帯の子供が大学等へ進学することを応

援するために、就学期間中の生活費の貸し付

けを行うものでございます。 

 17ページをお願いいたします。 

 援護行政についてでございます。 

 特別弔慰金につきましては、戦後70周年に

当たり、戦没者の遺族に対し、国として改め

て弔意をあらわすため、特別弔慰金が支給さ

れます。既に市町村のほうで申請受け付けが

開始されておりまして、本課において審査決

定業務を行ってまいります。 

 最後に、社会福祉施設等指導監査でござい

ます。 

 社会福祉法人及び施設の適正な運営を確保

するため、関係法令等に基づき、監査を実施

しております。今年度は、42の社会福祉法人

と193の社会福祉施設に対して監査を実施す

る予定としております。 

 社会福祉課は以上でございます。 

 

○福田子ども未来課長 子ども未来課でござ

います。 

 資料18ページをお願いいたします。 

 まず、項目欄、教育・保育サービスの充実

による児童福祉施策の推進に関する事業でご

ざいます。 

 説明欄１と２は、新規としておりますけれ

ども、これは、４月から施行されました子ど

も・子育て支援新制度に基づく保育所などの

運営費に係る県負担金でございます。１の施

設型給付費では、私立保育所447カ所、認定

こども園52カ所、私立幼稚園４カ所分の運営

費を負担するものです。２の地域型保育給付

費では、小規模保育事業所など31カ所の運営

費を負担するものです。 

 ３の特別保育総合推進事業は、保育所等に

おきまして、延長保育を行った場合に助成を

行うものでございます。 

 ４の病児・病後児保育総合推進事業は、子

供が病気の際に、病院や保育所などの専用ス

ペースで、一時的に保育を行う病児・病後児

保育の運営費を助成するものです。 

 ５の多子世帯子育て支援事業は、子育て家

庭への経済的支援といたしまして、第３子以

降の３歳未満児の保育料を無料化または軽減

するものでございまして、県独自の市町村へ

の補助事業として取り組んでいるものです。

なお、現在、全ての市町村におきまして、一

部軽減ではなく、全額無料化を行っていると

ころです。 

 ６の保育士等確保対策事業は、保育士養成

施設で学ぶ学生の修学資金の貸し付けや再就

職コーディネーターの配置による潜在保育士

の再就職支援などを行うものです。 

 ７の子どもの食育推進事業は、保育所等に

おける子供の食育、給食管理などの支援を行

っているものです。 

 19ページをお願いします。 

 次に、項目欄の地域における子育て支援に

関する事業です。 

 説明欄１のみんなで子育て推進事業は、地

域ぐるみの子育て支援を推進するために、

(2)のくまもと子育てトークなどの意識啓発

活動、(3)の子育て世帯への商品割り引きな

どを行います子育て支援の店の取り組みな

ど、地域ぐるみの子育て支援を推進するもの

です。 

 ２の子育て支援強化事業費補助は、ファミ

リー・サポート・センター事業、これは、子

供の預かりなど、子育ての応援を受けたい人

と応援をしたい人を結びつける事業です。そ

れから、地域子育て支援拠点事業、これは、

親子の集いの場の提供や子育て相談なども行

うものでございますが、こうした地域の子育

て支援に取り組む市町村へ補助を行うもので

す。 
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 ３、４、５は、いずれも放課後児童クラブ

の取り組みを支援する事業です。３の児童健

全育成事業(運営費)としておりますのは、放

課後児童クラブの運営経費に関する市町村へ

の補助、４の児童健全育成事業(研修費)は、

新規事業でございますが、放課後児童クラブ

の支援員は、本年度から都道府県が行う認定

研修の受講が義務づけられました。その研修

の実施経費でございます。また、５は、放課

後児童クラブの施設整備補助でございます。 

 続きまして、20ページをお願いします。 

 項目欄、母子保健対策の推進に関する事業

です。 

 説明欄１の熊本型早産予防対策事業は、歯

周病などの感染症を予防することによる早産

予防効果につきまして、熊本大学と共同して

検討を進めている事業です。 

 ２から４は、小児に対する医療給付などを

行う事業です。２は、小児慢性特定疾病に罹

患している児童の医療費助成、３は、乳幼児

医療費助成を行う市町村に対する助成、４

は、先天性代謝異常の早期発見のために実施

しております新生児の検査経費です。 

 ５と６は、妊娠、出産に関する事業でござ

います。５の思春期からの性と生を育む事業

は、希望する高校に出向いて開催しておりま

す思春期の性教育に関する講演会や相談窓口

の設置、６は、特定不妊治療に要する費用の

助成を行うものでございます。 

 子ども未来課の主要事業、新規事業は以上

でございます。よろしくお願いいたします。 

 

○奥山子ども家庭福祉課長 子ども家庭福祉

課でございます。 

 説明資料の21ページをお願いいたします。 

 まず、要保護児童対策です。 

 説明欄１の児童養護施設等への措置費は、

保護を要する児童を施設に入所させたり、里

親に委託した場合にその経費を助成するもの

です。県内に児童養護施設は12カ所、乳児院

は３カ所、情緒障害児短期治療施設は１カ所

ございます。 

 ２の子ども虐待防止総合推進事業は、中央

児童相談所及び八代児童相談所に配置する虐

待対応のための嘱託職員の経費や虐待対応に

係る市町村を初めとする関係機関とのネット

ワークづくりなど、児童虐待防止対策に係る

事業でございます。 

 ３の里親推進事業は、国が家庭的な養護を

推進していくという方向性を示している中

で、児童をより家庭的な環境のもとで養育す

る里親制度の普及促進を図るとともに、児童

相談所に里親委託を推進する専任の嘱託職員

を配置し、里親家庭への支援や里親委託を推

進してまいります。 

 ４の児童福祉施設整備費補助金は、児童福

祉施設等の整備を行う社会福祉法人に対して

助成を行うもので、本年度は、水俣市にある

児童養護施設の改修を予定しております。 

 22ページをお願いいたします。 

 ひとり親家庭等福祉の推進です。 

 １のひとり親家庭等学習支援・交流事業は

新規事業ですが、昨年度まで安心こども基金

を活用して実施してきたひとり親家庭等応援

事業のうち、学習支援と交流事業について引

き続いて実施するものでございます。 

 具体的には、塾に通いたくても通えないひ

とり親家庭等の子供たちに学びの場を提供す

る地域の学習教室やひとり親家庭等の相互交

流事業を行ってまいります。 

 ２のひとり親家庭等支援事業は、ひとり親

家庭等が自立し、安心して生活できる環境づ

くりを推進するための事業です。 

 主な事業は、(1)から(3)に書いてあります

が、(2)の母子家庭等高等職業訓練促進事業

は、ひとり親家庭等の親が看護師などの資格

を取得するために養成機関に通う場合に、生

活費相当額を支給するものでございます。

(3)の児童扶養手当支給事業は、ひとり親家

庭等の生活の安定と自立の促進のため、月額
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４万円程度の児童扶養手当を支給するもので

ございます。 

 説明欄４のひとり親家庭等医療費助成事業

は、ひとり親家庭等の医療費の軽減を図り、

ひとり親家庭の健康の保持と経済的負担の軽

減を図るため、医療費の自己負担分を一部助

成する市町村に対して助成を行うものでござ

います。 

 ５の母子父子寡婦福祉資金貸付金は、母子

家庭、父子家庭や寡婦の経済的自立を図るた

め、修学資金や生活資金などの貸し付けを行

うものでございます。 

 ６の児童手当市町村交付金は、児童手当に

係る県負担金を市町村に交付するものでござ

います。 

 23ページをお願いいたします。 

 子ども・若者への支援です。 

 １の子ども・若者総合相談センター事業は

新規事業でございまして、ひきこもりやニー

トなど、社会的自立が困難な子供、若者から

の相談を第一次的に受け付け、適切な機関に

つなぐ子ども・若者総合相談センターを設置

してまいります。 

 ２の子ども・若者育成支援推進事業は、ひ

きこもり、ニートなどの子供、若者の支援の

ため、関係機関による地域協議会の開催やシ

ンポジウムの開催などの啓発事業を実施して

いくものでございます。 

 次に、ＤＶ対策についてですが、配偶者等

からの暴力の防止及び被害者の保護のため、

高校などにおける未然防止教育の実施や女性

相談センターにおける相談対応、被害者の一

時保護や自立支援、民間シェルターの運営費

等について助成を行ってまいります。 

 最後に、いじめに関する再調査ですが、い

じめによる重大事態が発生した場合に学校な

どが行う調査の結果について、必要に応じ再

調査を行うための委員会の運営費です。本年

度は、現在のところ再調査中の事案はござい

ません。 

 子ども家庭福祉課は以上でございます。 

 

○井上障がい者支援課長 障がい者支援課で

ございます。 

 24ページをお願いいたします。 

 最初の項目は、障がい者施策の総合的な推

進でございます。 

 本年度から平成23年度までの６年間を計画

期間とする第５期障がい者計画に掲げる施策

を障がい者施策推進審議会での検証、評価な

どにより、着実に推進してまいります。 

 次の地域生活支援でございます。 

 １の精神障がい者地域移行支援事業は、入

院患者の地域生活への円滑な移行を支援する

ため、医療、福祉関係者等の資質向上を図る

ものです。 

 ２の障がい者福祉施設整備費は、施設整備

等への補助を行うものです。 

 ３の事業は18歳以上の方の、４の事業は18

歳未満の児童の、それぞれサービス利用に係

る県の負担金でございます。 

 25ページをお願いいたします。 

 ５の市町村地域生活支援事業は、障害者の

日常生活や社会生活を支援するための市町村

事業に対し助成するものです。 

 ６の発達障がい者支援医療体制整備事業

は、身近な地域で発達障害の診療が受けられ

るよう医療体制を整備するものでございま

す。 

 ７の発達障がい者支援センター事業は、発

達障害に関する専門機関である発達障がい者

支援センターを社会福祉法人に委託して運営

するものでございます。 

 26ページをお願いいたします。 

 ９の新規事業、重度障がい者居宅生活支援

事業は、在宅で重度障害児者の介護を行って

いる家族の負担軽減を図るため、(1)の介護

従事者の育成や(2)の新たに受け入れを行う

事業所に備品購入費等の助成を行うものでご

ざいます。 
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 10の高次脳機能障害支援普及事業は、熊大

病院内に設置した支援センターのコーディネ

ーターによる相談支援や研修等を行うもので

す。 

 次に、保健・医療です。 

 １の精神科救急医療体制整備事業は、(1)

の事業で、休日、夜間の救急医療体制を確保

し、(2)の事業で、緊急の電話相談や医療機

関の紹介を行います。 

 27ページをお願いいたします。 

 (3)の事業は、身体合併の救急患者の受け

入れと転院先の調整を行うものでございま

す。 

 ２の自殺予防相談支援事業は、精神保健福

祉センターにおいて、悩みを抱える人や自死

遺族の相談支援を行うものです。 

 ３の新規事業、ひきこもり対策推進事業

は、精神保健福祉センター内にひきこもり地

域支援センターを設置し、相談対応や支援者

の養成などを行うものです。 

 28ページをお願いいたします。 

 ４と５の事業は、障害児者の医療費につい

て助成するものでございます。 

 次に、教育、文化芸術活動・スポーツにつ

いてですが、１のハートウィークや２の作品

展などを通じて、社会参加と障害のある人へ

の県民の理解を促進してまいります。 

 ３の事業、2020東京パラリンピック選手育

成・強化推進事業は、今年度からパラリンピ

ックに向けて選手の育成強化に取り組んでま

いります。 

 29ページをお願いいたします。 

 ４の障がい者のスポーツ大会の開催によ

り、社会参加や障害の理解を促進してまいり

ます。 

 次の雇用・就業、経済的自立の支援でござ

います。 

 １の工賃向上計画支援事業は、事業所の製

品の商品力向上や販路拡大への支援、官公需

発注の拡大等により、工賃向上を図るもので

す。 

 ２の障がい者職場実習促進事業は、障害の

ある実習生を受け入れる農業法人等に対し

て、受け入れのための施設改修や設備整備の

経費について助成するものです。 

 次の項目、情報アクセシビリティでござい

ます。 

 １の聴覚障がい児補聴器購入費助成事業

は、身体障害者手帳の対象とならない軽度、

中等度の難聴の児童に対し、補聴器購入の助

成を行うものです。 

 30ページをお願いいたします。 

 次の安心・安全でございます。 

 １の災害派遣精神医療チーム体制整備事業

は、災害時に心のケアを行う精神科医など、

多職種から成る緊急支援チームの体制整備に

取り組んでまいります。 

 最後、差別の解消及び権利擁護の推進でご

ざいます。 

 １の障害者条例推進事業は、相談への対

応、普及啓発、調整委員会による助言、あっ

せんを行うものです。 

 ２の障害者虐待防止対策支援事業は、法律

に基づき、虐待が疑われる事案への対応、虐

待防止に関する研修や普及啓発に取り組むも

のでございます。 

 障がい者支援課は以上でございます。 

 

○立川医療政策課長 医療政策課です。 

 31ページをお願いいたします。 

 主なものについて御説明いたします。 

 まず、医師確保総合対策の１、寄附講座開

設事業は、熊本大学医学部附属病院への資金

の出資により講座を開設し、地域医療を担う

医師の養成や派遣等に取り組んでもらうもの

でございます。この(1)と(2)の講座は、総合

診療医の養成や地域の医療機関へ専門医派遣

等を行うものでございます。 

 ２の医師修学資金貸与事業は、知事が指定

する医療機関等で一定期間就業することを条
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件に、返還を免除する修学資金を熊本大学医

学部医学生に対して貸与するものでございま

す。一定期間とは、貸与期間の1.5倍、つま

り、貸与期間が６年間であれば９年間となり

ます。 

 ４の女性医師支援事業は、女性医師キャリ

ア支援センター等において、保育支援、休業

中の女性医師の復職研修及び各種情報提供等

を行うものでございます。 

 32ページをお願いいたします。 

 次に、看護職員確保対策でございます。 

 １、看護職員確保総合推進事業の(4)の看

護補助者活用推進事業は、看護補助者の活用

推進を図ることにより、看護職員の業務負担

軽減を図るため、看護補助者の管理者に対す

る研修を行うものでございます。(6)のナー

スセンター事業は、未就業者の就労を促進す

るため、本年10月から始まる離職看護師等の

届け出制度の運用、無料職業紹介や就業相談

及び看護に関する啓発活動を行うものでござ

います。 

 33ページをお願いいたします。 

 ３、看護学生の県内定着促進事業の(1)の

看護学生県内定着促進事業は、看護師等学校

養成所が行う病院等との情報交換会や就職ガ

イダンス等、学生の県内定着促進に資する事

業について助成するものでございます。 

 次に、在宅医療・訪問看護の推進でござい

ます。 

 １の在宅医療連携推進事業は、在宅医療を

県内全域で利用できる体制を整備するため、

多職種による検討会議を各圏域に設置し、課

題抽出と対策の検討を行うとともに、多職種

連携のための研修等を行うものでございま

す。 

 次に、へき地医療対策でございます。 

 １のへき地医療施設運営費補助は、僻地診

療所や僻地医療拠点病院へ運営費等について

助成するとともに、県へき地医療支援機構に

おいて、医師派遣の調整やドクターバンクに

よる医師確保を行うものでございます。 

 34ページをお願いいたします。 

 次に、救急・災害医療対策でございます。 

 １のヘリ救急医療搬送推進事業は、ドクタ

ーヘリと防災消防ヘリの２機により補完し合

う熊本型ヘリ救急搬送体制を推進するととも

に、ドクターヘリ基地病院の運航経費及び支

援病院の空床確保に要する経費について助成

するものでございます。 

 次に、小児・周産期医療対策でございま

す。 

 １の小児医療対策事業は、小児救急医療拠

点病院の運営費について助成するとともに、

保護者等を対象とした夜間電話相談、シャー

プ8000等を実施するものでございます。365

日、夜の７時から０時まで開設しておりま

す。 

 次に、脳卒中・急性心筋梗塞対策でござい

ます。 

 １の脳卒中等医療推進事業は、熊本大学医

学部附属病院に開設した寄附講座において、

阿蘇医療圏への支援や２つの疾患の医療連携

等の調査研究等を行うものでございます。 

 35ページをお願いいたします。 

 医療提供体制の向上でございます。 

 １の地域医療構想策定事業は、後ほど報告

事項で御報告させていただきます。 

 ２の地域医療等情報ネットワーク基盤整備

事業は、県内の医療機関、訪問看護ステーシ

ョン、薬局及び介護施設等におけるＩＣＴを

活用した地域医療等情報ネットワークの構築

に対する助成でございます。 

 医療政策課は以上です。 

 

○大塚国保・高齢者医療課長 国保・高齢者

医療課でございます。 

 資料の36ページをお願いいたします。 

 国民健康保険制度安定化対策についてでご

ざいます。 

 説明欄１の国民健康保険助言指導等事業で
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すが、これは、保険者であります市町村等に

対しまして、国保運営に関し、必要な助言等

を行うとともに、平成30年度から、国保の財

政運営責任等の都道府県移行に向けた準備を

行うものでございます。 

 次に、２の国民健康保険制度安定化対策事

業。 

 (1)の県調整交付金は、市町村国保の財政

調整のため、各市町村の医療費や所得水準、

災害などの特別の事情に基づき交付するもの

でございます。 

 (2)の保険基盤安定県負担金は、市町村が

行います低所得世帯の保険料(税)の軽減に要

する費用等を負担するもので、①は、均等割

等軽減に要した費用の県負担金、②は、保険

者支援分として低所得者の数に応じて市町村

に交付するものでございます。 

 (3)の高額医療費共同事業県負担金は、１

件80万を超えます高額な医療費の発生により

ます市町村の財政リスクを軽減するため、市

町村が共同して行います事業に対する負担金

です。 

 ３の国民健康保険広域化等支援基金事業

は、国保財政の安定的運営と広域化のため

に、県に設置しております基金の貸し付け運

用等を行うものでございます。 

 ４の市町村健康寿命延伸評価・促進事業

は、健康寿命の延伸による医療費の適正化を

図るため、医療費データなどを活用して、効

率的、効果的な市町村国保の保健事業の促進

を図る事業です。 

 37ページをお願いいたします。 

 後期高齢者医療対策についてでございま

す。 

 説明欄１、(1)の医療給付費県負担金は、

後期高齢者医療に要した費用を、(2)の保険

基盤安定県負担金は、国保と同様、低所得者

等の保険料軽減に要した費用を、(3)の高額

医療費県負担金は、これも、国保と同様に、

高額な医療費の発生によります財政リスクを

軽減するための費用を、それぞれ一定の割合

で市町村や広域連合に交付するものでござい

ます。 

 ２の後期高齢者医療財政安定化基金積立金

は、後期高齢者医療の保険者であります広域

連合の財政安定等のため、県に設置しており

ます基金への積立金でございます。 

 国保・高齢者医療課は以上でございます。 

 

○下村健康づくり推進課長 健康づくり推進

課でございます。 

 資料の38ページをお願いいたします。 

 主な事業について説明をいたします。 

 まず、生涯を通じたより良い生活習慣の形

成及び健康づくりの推進についてでございま

す。 

 １の生活習慣病対策の推進ですが、主な取

り組みとしまして、(1)の糖尿病医療スタッ

フ養成支援事業では、熊大病院と連携し、糖

尿病の適切な医療や療養指導等を提供できる

医療スタッフの養成、糖尿病医療連携体制の

整備への支援を行ってまいります。 

 次に、(2)の特定健康診査等実施事業です

が、市町村国保が実施する特定健診等に要す

る経費について負担するものです。負担割合

は、市町村、県、国、それぞれ３分の１でご

ざいます。 

 次に、２の歯科保健推進事業についてでご

ざいます。 

 主な取り組みとしまして、人材育成研修や

幼児、児童生徒への指導のほか、市町村が実

施する４歳未満児へのフッ化物塗布事業及び

保育所、幼稚園、小中学校等が行いますフッ

化物洗口事業に要する経費の２分の１を助成

するものでございます。 

 次に、４の健康長寿推進事業、くまもとス

マートライフ推進事業ですが、昨年の２月補

正で経済対策・地方創生先行分で予算措置を

していただいた事業でございますが、先進性

や普及性の高いモデル事業の実施と成果の普



第２回 熊本県議会 厚生常任委員会会議記録（平成27年６月30日) 

 - 16 - 

及、企業、団体等との連携により、県民総ぐ

るみで健康づくり活動の推進、健康寿命の延

伸を図るものでございます。 

 次に、39ページをお願いいたします。 

 健康食生活・食育の推進についてでござい

ます。 

 まず、１の健康食生活・食育推進事業です

が、(1)のライフステージに応じた健康食生

活・食育の推進では、熊本県民の野菜不足を

補うため、「あと１皿(100g)野菜を食べまし

ょう！」を統一テーマに、食育の実践活動や

普及啓発活動に取り組んでまいります。 

 次に、３の食品の表示に関する指導でござ

います。 

 健康増進法に基づく誇大表示の禁止や、平

成27年４月に、食品衛生法、ＪＡＳ法、健康

増進法の食品に関する規定を統合して施行さ

れました食品表示法に基づく食品表示基準に

ついて制度の普及啓発を図るとともに、食品

関連事業者等に対して、食品表示の相談、監

視、指導を行うこととしております。 

 次に、40ページをお願いいたします。 

 がん対策でございます。 

 １のがん検診受診向上対策事業ですが、本

県のがん検診の受診率は全国平均より高い状

況にありますが、さらなる受診率向上に向

け、市町村が行うがん検診の精度管理の支援

や大学生への講演会などの普及啓発を行うも

のでございます。 

 次に、(3)の新規事業、がん緩和ケア提供

体制整備事業ですが、がん緩和ケアの充実を

図るため、専門医の育成、県民への啓発など

の体制整備について助成するものでございま

す。 

 次に、３の新規事業、がん相談機能向上事

業ですが、がん患者とその家族等の療養支援

のため、がん相談員への研修、がん相談支援

センターの周知、がんサロンの活動支援等を

行うものでございます。 

 なお、２つの新規事業は、ともに地域医療

介護総合確保基金を活用した事業でございま

す。 

 次に、41ページをお願いいたします。 

 難病対策についてでございます。 

 まず、１の指定難病医療費ですが、難病の

うち、厚生労働大臣が指定する疾病につい

て、患者一部負担を除き、医療費を公費負担

することにより、負担の軽減を図ってまいり

ます。 

 なお、難病新法が本年１月１日に施行さ

れ、医療費助成対象疾病が56から110に増加

をしておりますが、７月１日からは、さらに

306疾病に増加をいたします。医療機関等へ

の周知に努め、迅速かつ的確な対応を進めて

まいります。 

 次に、原子爆弾被爆者対策でございます。 

 １の原爆被爆者特別措置費ですが、原爆被

爆者で原爆に起因する病気やけがの状態等に

ある方々へ健康管理手当を初め各種手当の支

給を行うものでございます。 

 次に、ハンセン病問題対策でございます。 

 １のハンセン病事業費ですが、ハンセン病

問題への理解を深めるため、菊池恵楓園を訪

問して入所者との意見交換等を行います研修

会、菊池恵楓園で学ぶ旅や、啓発用のパンフ

レットの作成、無らい県運動の検証委員会報

告書の提言を受けまして、ことし３月に設置

をしております熊本県ハンセン病問題啓発推

進委員会等を行うものでございます。今後も

啓発の一層の充実に努めてまいります。 

 健康づくり推進課は以上でございます。 

 

○和久田薬務衛生課長 薬務衛生課でござい

ます。 

 主要事業、新規事業の42ページをお願いし

ます。 

 まず、生活衛生関係営業施設の振興及び衛

生対策についてでございます。 

 説明欄１の生活衛生環境確保対策事業です

が、理容所、美容所、クリーニング所などの
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営業施設に対して衛生管理指導を行い、施設

の衛生水準の向上を図るものでございます。 

 次に、２の生活衛生営業振興対策事業です

が、公益財団法人熊本県生活衛生営業指導セ

ンターが実施する経営相談や講習会などの事

業への助成を通じて、経営安定や衛生水準の

向上を図るものでございます。 

 次に、献血推進対策についてでございま

す。 

 説明欄１の献血推進対策事業についてです

が、医療に必要な血液を確保するため、広く

県民の皆様へ啓発活動を行うとともに、献血

協力組織の育成を行います。特に、若年層の

献血者確保対策として大学生組織に対する支

援や、将来の献血者確保を見据えて、小中高

校生への出前講座などを通して、意識向上を

図ってまいります。 

 43ページをお願いします。 

 次に、臓器移植・骨髄移植対策についてで

ございます。 

 説明欄１の移植医療推進普及啓発事業です

が、県の臓器移植コーディネーター等の活動

強化や臓器提供体制の整備などを図るととも

に、公益財団法人熊本県移植医療推進財団等

と連携して、啓発普及活動を推進してまいり

ます。 

 次に、説明欄２の移植医療推進支援事業で

すが、これは、移植医療拠点病院であります

熊本大学医学部附属病院におけるＨＬＡ検

査、いわゆる組織適合検査体制の整備等を支

援するものでございます。 

 次に、医薬品等の安全確保対策についてで

ございます。 

 44ページをお願いします。 

 説明欄２の後発医薬品、いわゆるジェネリ

ック医薬品の安心使用及び啓発事業ですが、

県民や医療従事者が安心して後発医薬品を使

用できる環境づくりを進めるため、県内主要

病院における後発医薬品採用リストの更新、

講習会の開催など、情報提供に努めますとと

もに、地域協議会の設置に取り組みます。 

 次に、薬物乱用防止対策についてでござい

ます。 

 説明欄１の薬物乱用防止事業ですが、青尐

年層に薬物乱用が広がっていることから、県

警や教育委員会などと連携して、小中学校、

高等学校での薬物乱用防止教室の開催、大学

生等への啓発強化により、薬物乱用を許さな

いくまもとづくりを進めてまいります。 

 45ページをお願いします。 

 説明欄２の危険ドラッグ対策事業ですが、

新規事業となっております。民間の薬物依存

症リハビリ施設である熊本ダルクが行う危険

ドラッグの薬物相談ダイヤル設置などに対す

る助成等により、相談体制を充実して再乱用

防止を図り、危険ドラッグ撲滅に取り組みま

す。 

 次に、在宅医療の推進についてでございま

す。 

 説明欄１の在宅訪問薬局支援体制強化事業

についてでございます。 

 地域における在宅医療の基盤整備を図るた

め、熊本県薬剤師会が行う在宅訪問薬剤師支

援センター及び在宅医療提供拠点薬局におけ

る在宅事業の運営、無菌調剤室施設整備事

業、応需体制の整備、在宅薬剤師養成事業な

どの経費を助成するものでございます。 

 薬務衛生課は以上でございます。 

 

〇髙木健次委員長 次に、病院事業管理者か

ら総括説明を行い、続いて、担当課長から資

料に従い説明をお願いします。 

 初めに、河野病院事業管理者。 

 

○河野病院事業管理者 病院局でございま

す。委員の皆様には、今年度、大変お世話に

なります。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 病院局におきましては、県立こころの医療

センターの運営に当たっております。その運



第２回 熊本県議会 厚生常任委員会会議記録（平成27年６月30日) 

 - 18 - 

営状況について、まず私から概略を申し上げ

たいと思います。よろしくお願いします。 

 県立こころの医療センターにおきまして

は、本県における精神科医療の中核病院とし

て、その使命、役割を果たせるよう努めてお

ります。 

 具体的には、措置入院など民間では対応が

困難な患者の受け入れ、そして薬物依存など

専門性が必要な患者の治療など、セーフティ

ーネット機能を持つ病院としての役割を担っ

ております。 

 また、地域社会において求められるニーズ

についてもいち早く対応しております。その

一つが、児童思春期医療の取り組みでござい

ます。平成24年４月から専門医師によります

外来診療を開始いたしました。受診者は年々

増加しておりまして、この３年間の受診者実

数は193名となっております。また、平成29

年度には、専用の入院施設の開設を予定して

おります。 

 それから、もう一つが、患者の地域移行支

援事業です。平成26年４月から院内に地域生

活支援室を設置いたしまして、支援室のスタ

ッフを中心に、退院後のサポートを充実強化

する事業に着手しております。これによっ

て、当院の長期入院患者の方々の退院が、徐

々にではありますが、促進をされてまいりま

した。 

 一方、病院事業の経営につきましては、県

立病院としての役割を果たす上では、どうし

ても収支が厳しくなってくることから、一般

会計からの繰入金によって収支を保っている

ところであります。しかしながら、繰入金に

過度に頼ることのないよう、５年間の中期経

営計画を策定し、経費の削減を継続する一

方、さらなる医業収益の確保に努めていると

ころです。 

 概略は以上であります。 

 詳細につきましては、総務経営課長から説

明いたしますので、よろしくお願い申し上げ

ます。 

 

〇髙木健次委員長 引き続き担当課長から説

明をお願いします。 

 

○清原総務経営課長 病院局総務経営課でご

ざいます。 

 資料46ページをお願いいたします。 

 平成27年度当初予算でございます。 

 表の左側、病院の管理運営に係る収益的収

支でございます。収入は、目標の患者数をも

とに見込んだ医業収益、一般会計からの繰入

金等で16億1,400万円余を計上しておりま

す。支出では、運営費用として16億1,100万

円余を計上しております。 

 右側の資本的収支は、病院建設当時の企業

債元金の償還や施設整備の更新経費等で２億

6,400万円余を計上しております。収入はゼ

ロとしておりますが、これにつきましては、

内部留保資金の充当により対応することとし

ております。 

 次に、47ページをお願いいたします。 

 項目欄１、病院の概要でございます。 

 病床数は200床で、平成20年４月から、う

ち50床を休床し、現在、肺結核合併症のため

の病床10床を含めた150床で運営しておりま

す。 

 次に、中段の第２次中期経営計画の推進に

ついてでございます。 

 計画期間は、平成25年度から29年度までの

５年間です。 

 この計画は、(1)県立病院として果たすべ

き役割、(2)安全で質の高い医療の提供、(3)

運営体制の強化と安定した経営基盤の維持向

上の３つの柱から成っております。このう

ち、(1)の県立病院として果たすべき役割に

つきましては、県内精神科医療の中核的な病

院として、殺人、傷害等を犯した触法患者

等、民間病院では対応が困難な患者の積極的

な受け入れなど、セーフティーネットとして
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の機能を維持、充実してまいります。 

 ②の新たなニーズに対応する取り組みにつ

いては、後ほど御説明させていただきます。 

 次に、48ページをお願いいたします。 

 27年度当初予算につきましては、先ほど御

説明したとおりでございます。 

 次に、49ページをお願いいたします。 

 まず、地域生活支援室の設置・活動でござ

います。 

 入院医療中心から地域生活中心へという国

の基本理念に沿って、退院した患者の地域で

の社会生活を包括的に支援するため、昨年４

月に地域生活支援室を設置し、医師、看護

師、精神保健福祉士等の多職種の医療スタッ

フが連携して訪問や相談、具体的には、服薬

の管理、金銭管理、清掃や買い物補助などの

活動を行っております。ことし５月末現在で

支援対象者数は12人となっておりまして、看

護師、精神保健福祉士、作業療法士の４名体

制で対応しております。 

 次に、児童・思春期医療の積極的推進でご

ざいます。 

 児童・思春期医療における県内の専門医療

機関や専門医の不足により、受診までの待機

期間が数カ月を要するという状況があったこ

とから、県立病院として県民のニーズに応え

るため、平成24年４月から、こころの思春期

外来を開設しております。おおむね13歳から

19歳までを対象としておりますが、受診者数

は、平成24年度が224人、平成25年度622人、

平成26年度976人と年々増加しているところ

でございます。現在、平成29年度に予定して

いる児童・思春期を対象とした入院施設の開

設に向け、施設設置計画の策定や医師その他

医療スタッフの実地研修に取り組んでいると

ころでございます。 

 病院局からは以上でございます。 

 

〇髙木健次委員長 以上で執行部の説明が終

わりましたので、主要事業等について質疑を

受けたいと思いますが、質疑の際は、どの資

料の何ページというような形で具体的におっ

しゃっていただければありがたいと思いま

す。 

 質疑はありませんか。 

 

○岩田智子委員 資料は、健康づくり推進課

です。38ページですけれども、歯科保健推進

事業で予算が組まれていますけれども、助成

率の２分の１ということで、細かにちょっと

教えていただけないかなというのが質問で

す。この内訳です。 

 

○下村健康づくり推進課長 健康づくり推進

課です。 

 お尋ねの歯科保健事業についての予算につ

いてのお尋ねだと思いますが、歯科保健推進

事業につきましては、総額で4,244万8,000円

というふうに計上しております。特に、その

中で、虫歯予防対策としては3,499万3,000

円、主にフッ化物洗口の助成費用に要する経

費が多い状況でございます。 

 よろしいですか。 

 

○岩田智子委員 これは、薬代とかというこ

とですか。 

 

○下村健康づくり推進課長 フッ化物洗口に

要します経費に対する費用助成ということで

は、補助率は２分の１で実施をしておるとこ

ろでございます。特に、フッ化物洗口に伴い

ます医薬品としては、フッ化ナトリウム試薬

を使う場合、それから、最近、昨年承認を受

けております薬剤、溶かして使うものでござ

いますけれども、そういったものを使う場合

とそれぞれ単価を分けておりまして、基本的

には１人当たりの単価を設定して、それを上

限として助成をしているという状況でござい

ます。 

 ちなみに、フッ化ナトリウム試薬を使う場
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合には、保育所、幼稚園、それから学校の場

合も300円と。それから、医薬品を使う場合

には500円という単価で、予算としては、全

県下の、熊本市は除きますが、県下の全校で

実施できる金額で予算を計上しておるところ

でございます。 

 

〇髙木健次委員長 よろしいですか。 

 

○岩田智子委員 わかりました。まあ、この

フッ化物洗口、学校でのフッ化物、集団フッ

化物洗口ですけれども、ほとんどの地域で、

もう物すごい勢いで、他県に比べて物すごい

勢いで入っていっているという状況がありま

す。私、ずっと学校の教員でしたので、この

５年間でいろんなところで入っています。 

 しかし、学校でのフッ化物洗口で、とて

も、県の事業として学校でというようなこと

で、薬による虫歯予防、永久歯の虫歯予防と

いうことで始められた事業だと思いますけれ

ども、私は、こうやって今議員になっていま

すけれども、いろんな意見をやっぱり聞い

て、ここに立っているわけです。 

 学校での意見としては、もっと、学校の先

生方に丸投げ、丸投げという言い方は失礼で

すけれども、学校にお任せというような状

況、それから虫歯が多い学校とか――このも

ともとの条例は、子供たちの年齢とか心身の

状況に応じた良質なサービスというふうなこ

とを行うというような条例がもとになってい

ると思います。まあ、子供たちの状況や子供

たちの虫歯、それから保護者の要望とかをあ

わせて、そうやってぐっと急激に入っていっ

たのかどうかが私にはとても疑問を持ってい

るということをちょっとお伝えしたいという

ことと、それに加えて、学校でしなければな

らないことも条例には書いてありますので、

これもきちんと考えております。 

 で、重ねて、くまもと家庭教育支援条例、

学校では家庭教育の支援を行うというような

ことで、この虫歯予防も、将来的には家庭教

育の一環としてやられるのではないかなと私

としては思っていますが、このフッ化物洗口

の学校での事業をこれからどのぐらい行って

いかれるのか、質問です。 

 

○下村健康づくり推進課長 お尋ねは、フッ

化物洗口の事業について、どのぐらい実施を

見込んでいるかと、いつまでしていく予定か

というお尋ねかと思います。 

 お話の中にございましたように、フッ化物

洗口につきましては、平成22年の県の歯及び

口腔の健康づくり推進条例、これは22年の11

月に施行されておりますが、それとあわせ

て、あと、県の歯科保健医療計画に基づい

て、これは各ライフステージに応じた口腔ケ

ア等の歯科保健、それから口腔ケアの取り組

みの推進をやってきているわけですが、その

中でも、特に子供たちの段階で虫歯を予防し

ていく、特に、理由としましては、熊本県の

現在の子供たちの虫歯の状況というのが非常

に悪い状況であると。特に、全国でいいます

と40位以降に位置しておりますので、そうい

ったものも前提に、このフッ化物洗口を進め

ていくというふうになった経緯でございま

す。 

 それから、特にフッ化物洗口については、

これは学校現場で行っていただくことが多い

ことになるわけですが、特に、安全性につい

ての疑問でありますとか負担の問題等々もこ

れまでお話が出ておりますので、そういった

ものについては、市町村、それから市町村の

教育委員会、それから学校現場も含めて、県

の教育委員会と一緒に一つ一つ説明をさせて

いただいてきております。その結果として現

在の実施率、これは後で報告事項のところで

御説明する予定にしておりますけれども、小

中学校で約７割の実施が昨年度できていると

いうことになります。それは御理解をしっか

りいただいた結果だろうというふうに考えて
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おります。 

 今後も、まだ御疑問でありますとか、現場

でのいろんな議論があるというのは認識して

おりますので、私どもも、これまでと同様

に、県教委と一緒に現場への説明は重ねてい

きたいというふうに考えております。 

 それから、質問の本旨でございます、いつ

まで続けるかということでございますけれど

も、県の補助としては、平成23年度から開始

をしておりまして、昨年度、金額は増額をさ

せて進めているところでございますので、い

つまでというのは、これは予算の関係もござ

いますので、申し上げられませんが、数カ年

続けて継続をしていきたいなというふうに考

えております。 

 

〇髙木健次委員長 岩田委員、よろしいです

か。 

 

○岩田智子委員 はい、いいです。 

 

○岩中伸司委員 ちょっと関連でいいです

か。 

 お尋ねします。 

 学校現場の問題も、私も何回もこれは、フ

ッ化物は非常に危険というふうな情報もたく

さんあります。安全というですね、今は安全

に使っているということですが、ここでちょ

っと、４歳未満児の市町村の事業というのが

ありますが、これは、どれぐらいの自治体が

この検査はやっているんですかね、フッ化物

塗布事業というのは。 

 

○下村健康づくり推進課長 現状で申し上げ

ますと、先ほど小中学校の実施率７割を超え

たというふうにお話をいたしましたが、保育

所、幼稚園における実施状況、これは、学校

も含めて、熊本市は除いておりますけれど

も、44市町村で357施設で実施をされており

まして、実施率が69.9％となっております。

これは平成27年の３月末現在の数字でござい

ます。 

 

○岩中伸司委員 ４歳未満児というのは、非

常にそれぞれやっぱり自分で――これは私も

詳しいことはなかなかわかりにくいんです

が、学校現場でやる場合は、子供たちに、飲

み込まないように、安全にというふうなこと

でやられているというふうに思うんですが、

この４歳未満児というのは、そういうのが非

常に難しいんじゃないかと思うんですが、ど

んな形でなされているんですかね。 

 

○下村健康づくり推進課長 ４歳未満の子供

たちに対しては、フッ化物塗布ということ

で、歯にフッ化物を塗る形で進めている事業

でございます。 

 

○岩中伸司委員 フッ化物を歯に塗るという

ことでも、それでも安全な状態ということで

理解していいんですか。 

 

○下村健康づくり推進課長 フッ化物につき

ましては、恐らく医療機関、歯科医師、歯科

医院でも同じようにフッ化物を塗るというこ

とは行われていますので、そういう意味で

は、フッ化物を児童に塗ることについての安

全性については問題ないというふうに考えて

おります。 

 

〇髙木健次委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 

○重村栄委員 幾つかいいですか。時間的に

大丈夫ですか。 

 

〇髙木健次委員長 大丈夫です。 

 

○重村栄委員 済みません、ちょっと幾つか

質問したいんですが、７ページ、と畜検査事
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業等の説明がありますが、畜産流通センター

等で屠畜事業等が行われておりますけれど

も、この件について、私、２年か３年前だっ

たかな、議会で質問したことがあるんですけ

れども、まずは獣医師さん、当時不足してた

んですよね。獣医師の数が不足してたので、

その確保が大変だということもあって質問さ

せていただいたんですが、その後獣医師のそ

の数は十分確保されているのかどうかなとい

うのが、まず、ちょっとこの１点目の質問で

す。 

 それで、それにあわせて、私素人なのでち

ょっとわかりにくいんですけれども、牛とか

豚とかそういったものの処理をするときの獣

医師さんの仕事の仕方、直接検査されますよ

ね、肉をね。直接検査をされて、オーケーと

かオーケーじゃないとか判断を出されてま

す。 

 一方、食鳥センター、そういうところは、

獣医師さんは立ち会いをされますけれども、

実際の検査は、そういうところの職員さんが

研修を受けてするという形になっているはず

なんですよ。その辺が、何でそういうふう

に、同じような肉で、牛と豚と鳥で違うの

か、法的なものがあるんだろうと思うんです

けれども、ちょっとそこら辺を教えていただ

きたいことと、その食鳥みたいなやり方がで

きないのかなというのをちょっと疑問に思っ

たので、お聞かせいただければと。まず、こ

れが１点目です。 

 

○岡﨑健康危機管理課長 健康危機管理課で

ございます。 

 まず、１点目の獣医師の不足状況でござい

ますが、結論から申しますと、今現在も不足

しております。それで、人事課とそれから農

政部と健康福祉部で一緒になりまして、毎

年、各獣医師系大学を訪問いたしまして、熊

本県への就職についてリクルート活動を行っ

ておりますが、全国的にも行政獣医師が不足

しておりまして、なかなか充足するには至っ

ておりません。 

 それから、２点目の食鳥検査の事業者の方

を、検査員的な方を任命してできないかとい

うことでございますが、これは、委員おっし

ゃられたとおり、法律上、と畜場法上では獣

医師が一体一体検査することになっておりま

して、食鳥につきましては、食鳥処理法で簡

易検査が認められておるというところでござ

いまして、確かに、食鳥的な方式ができれば

獣医師の負担も軽くなるんですが、現状で

は、法律の制限でそれはできないような状況

でございます。 

 

○重村栄委員 その鳥と豚とか牛と、どうい

うふうな理由で法で分けているんですか。 

 

○岡﨑健康危機管理課長 健康危機管理課で

す。 

 まず、食鳥につきましては、例えば、熊本

県で最大の食鳥処理場が八代にございます

が、１日３万羽以上を処理しております。そ

れにつきましては、やはり大規模処理につき

ましては、物理的に、一羽一羽見るというの

は、事実上ちょっと困難ということでござい

まして、法律上、簡易検査的な検査で賄って

いるというところでございまして、あと、牛

等につきましては、やはり一体一体、安全な

食肉を出すために、一頭一頭の検査が義務づ

けられているということで理解しておりま

す。 

 

○重村栄委員 物理的な問題でなっているの

であれば、変える余地はあるのかなと思うん

ですけれども、病理的な問題とかいろんな医

学的な問題、病理的なことで、豚と牛と鳥は

違うのか、そこはどうなんですか。 

 

○岡﨑健康危機管理課長 健康危機管理課で

す。 
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 私も詳しい内容まではわかりませんが、や

はり牛と豚等につきましては、例えば、人畜

共通感染症とかございまして、やはりそうい

った可能性が、病原的なものも法律上関連し

ているんじゃないかと思われます。またそこ

はちょっと詳しく調べておきたいと思いま

す。 

 

○重村栄委員 当時質問したときに、当時も

かなりの人数不足、獣医師さんの方不足して

いまして、これは、獣医師さんが資格を取ら

れる数は全国的に余り変わっていないんです

よね。ずっと同じような数字の方が卒業され

て資格を取られているんですけれども、要す

るに、大型動物を扱うのが嫌ということで、

ペットとか、そっちのほうにかなり流れてい

るということで、獣医師がどうしても、特に

公共関係の分不足されているということで、

かなり負担が高くなっているというのがあっ

て、特に最近は、鳥インフルだ何だというそ

ういった問題で、獣医師さんの負担が非常に

急激に高くなったりして、かなりのストレス

を抱える獣医師さんも多くなっている。それ

の、逆に悪いほうの絡みでずっとなかなかな

る人が減ってきているのかなという感じがし

てて、そういったものを解消するのに、じゃ

あ今の人数でどうやったらいいかというと、

例えば、そういう検査の仕方を変えることが

できれば解消の一歩になるのかなという、ち

ょっと素人が考えた話なんで申しわけないん

ですけれども、ちょっとそんなとこがあって

質問したんですよ。 

 多分これはすごく昔の法律なんですよね。

何年だったかな、ちょっと記憶がはっきりし

ません。何かかなり昔の法律で決まっている

んですけれども、これを変える余地はないの

かなと、ちょっと気になって素人ながら思っ

ているんです。ちょっとこれは研究してみて

ください、国とのかかわりがあるので。獣医

師不足の解決のために、そういったものが変

えられるのであれば検討する余地ありかなと

思いますので、検討材料としてお願いをして

おきたいと思います。答えはいいです。 

 続けていいですか。 

 ちょっと幾つかあったんですけれども、29

ページ、障がい者支援課です。 

 工賃向上計画支援事業が行われておりまし

て、毎年商談会が県庁の大会議室であってお

ります。それで、なかなか、いろんな商品を

各施設等でつくられて販売等をされています

し、ＰＲ活動もされているんですけれども、

なかなか値段の問題とかいろんなことで思っ

たように普及していない、広がっていないの

が現実だと思うんですね。 

 それで、そんな中で、今、障害者施設等

で、こういう作業に当たっているその障害者

の方々のお１人当たりの工賃、大体幾らぐら

いになっているのかなというのがあります。

それで、その工賃がふえてきているのか、あ

んまりふえていないのか、その辺の推移がど

うなのか。 

 そして、もう１つ、ここの資料の中に「官

公需発注の拡大等を行い」ということで書い

てありますが、具体的にどの辺の部分をどう

いうふうに広げようと思っているのか。１つ

は、役務というのがあるんだろうと思うんで

すけれども、こういったところを尐し具体的

にお話ししていただければと思います。 

 

○井上障がい者支援課長 今お尋ねの工賃に

ついてでございますが、平成25年度の実績

で、１人当たり月１万3,648円という実績が

ございます。平成26年度については今取りま

とめ中でございますが、25年度の工賃向上計

画の目標値が１万6,200円でございますの

で、目標値からすると82.4％ということで、

まだ目標に達していないという状況でござい

ます。ただ、工賃自体は、尐しずつではござ

いますが、伸びてはきてございます。 

 それと、もう１点の官公需についてでござ
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いますが、官公需につきましては、障害者優

先調達推進法というのが平成25年４月１日に

施行されております。自治体については、官

公需を積極――障害者の施設などから買うと

いうことを義務づけられておりますが、なか

なか一遍には進まないという状況がございま

す。ただ、毎年調達額自体はふえてきており

まして、平成25年度の実績でいいますと、県

が2,460万ぐらい、市町村合わせて7,000万ぐ

らいでございます。合わせて9,500万ぐらい

の実績になっております。これが、平成20年

の実績は、県、市町村合わせて2,300万ぐら

いでございますので、４倍ぐらいには伸びて

いるという状況でございます。 

 今御指摘の役務などについても、例えば除

草作業ですとか、そういったものについても

積極的に調達することにしております。た

だ、なかなか作業できる事業所などもそう多

くはございませんので、なかなか進まないと

いうのが実情でございます。 

 

○重村栄委員 官公需発注の場合の問題点と

して、入札の問題とかがあるんだろうと思う

んですよね。優先発注ができるのかできない

のか、そういった問題もあるんだろうと思う

んですが、その辺はいかがなんですか。 

 

○井上障がい者支援課長 県の管理調達課の

ほうで要綱を定めておりまして、実際競争入

札をしなくても随意契約で契約できる額とい

うのが、物品調達については10万円以下とい

うことになっておりますが、管理調達課が定

めております特例では、10万円を超えても障

害者施設などから調達することは可能という

ことになって、そういった仕組みはございま

す。 

 

○重村栄委員 なかなか民需を期待するのは

非常に厳しい状況だと思うんですよね。確か

に工賃が尐しずつ伸びてはきていますけれど

も、思ったほどいかないというのが現実のよ

うでして、そういった意味では、官公需がや

っぱり大きな期待をされるんだろうと思うの

で、まあ、特段の配慮をしていただいて、優

先発注できるだけしていただいて、尐しでも

工賃が上がっていくように取り組んでいただ

きたいとお願いをしておきたいと思います。 

 それから、もう１つだけよろしいですか。 

 

〇髙木健次委員長 はい、重村委員。 

 

○重村栄委員 ハートフルパスの件がありま

すけれども、３ページ。 

 ハートフルパスは、制度ができて、かなり

普及はしてきていると思います。ただ、最

近、私、スーパーとかに、大きなショッピン

グセンターとか行くときに見かけるんですけ

れども、駐車場も、優先できる障害者の駐車

場をつくってあるし、そういう整備はできて

きているんですが、時々、障害者用駐車場に

ぱっと車がとまって、おりてこられた方は、

非常に健康的な方がぱっとおりてこられて、

えっ、この人が障害者駐車場を利用するのか

なと思って、車見ると、車の中にハートフル

パスをかけてあるんですよ。それで、えっ、

これはかけてあるけれども、でも、おりてき

た人は決してそんなふうに見えなかったけど

なという疑問を時々抱く人を見かけるんです

ね。あれは、ハートフルパスの発行というの

はどんなふうにしてされているのかなと。多

分障害をお持ちじゃない方が持っているのか

なというケースを見かけるもんですから、そ

ういったところはどういうふうに管理をされ

て、チェックをされているのかなと。 

 こういったものが、悪質的なものが出回る

と、この制度の趣旨が死んでしまうので、そ

うなったら、もう誰でも彼でもその障害者駐

車場にとめたくなってきてしまって、せっか

くのやさしいまちづくり、やさしい政策が無

意味になるなという気がしてしようがないも
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んですから、ちょっと実態をどんなふうに把

握されているか、お聞きしたいんですけれど

も。 

 

○渡辺健康福祉政策課長 ハートフルパス制

度の交付要件ということについて御説明いた

しますと、基本的には、やはり歩行が困難な

方という基準を設けておりまして、例えば、

身体障害者の方は手帳をお持ちである方、あ

るいは精神障害、高齢者の方も難病の方も、

いずれも診断書なり手帳を確認いたしまして

交付いたしております。 

 あと、そのほかにも、妊婦の方につきまし

ても、７カ月を超えますと、なかなか歩行が

困難になるということで、その辺も手帳など

を確認いたしまして、必ず手帳を確認した上

で交付しております。 

 それで、委員が御指摘の部分につきまして

は、時々私どものほうにも御意見いただいて

おりまして、想像いたしますと、御家族の方

が乗っておられる分もあるのではないかなと

いう気もしておりまして、やはり適正利用を

どうやっていくかというのが一番の課題とな

っております。 

 それで、なかなかお互いに、この制度自体

が強制力を持ったものではございませんで、

お互いの思いやりとか善意で成り立っている

制度でございますので、なかなか難しい面が

ございますけれども、１つは、啓発を進める

ということと、あと、協力していただいてい

る施設のほうにも、ポケットティッシュに適

正利用をお願いしますというふうなメッセー

ジをつけたものを配布しておりまして、例え

ば、不正利用じゃないかなと思われるような

方がある場合には、それをワイパーに挟んで

いただくとか、そういったことで啓発を一生

懸命やっているところでございます。 

 ことしも、新たに新取り組みといたしまし

ては、標語募集をやりまして、そういったも

のから、また、標語を募集することで皆さん

の意識を向上させて、制度の普及を図るとと

もに、それでまたグッズをつくりまして、そ

れをまた普及啓発に活用していきたいという

ふうに思っております。 

 

○重村栄委員 ぜひ啓発をしっかりとしてい

ただいて、本当に使っていただく方には、も

うしっかりと使っていただきたいと思います

ので、そうじゃない方は、やっぱり尐し遠慮

する形を徹底していただくようにお願いした

いと思います。 

 

〇髙木健次委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 

○藤川隆夫委員 まず、７ページの動物愛護

管理の中に狂犬病の話が出ていますけれど

も、実際狂犬病のワクチンの接種というのは

極めて低い状態が今続いているというふうに

思います。 

 その中で、いつこの国内に狂犬病が入って

きてもおかしくない状況が今あると思いま

す。東南アジアでは頻繁に起こっている話で

ありますので、実際入ってきてしまって、人

間が咬傷されてしまうと死に至るという話に

なってきますので、この付近に関して、この

予防接種の接種率をやっぱり上げなきゃいけ

ないというふうに思うんですけれども、これ

に関しての取り組みについて、まず１点目お

伺いします。 

 

○岡﨑健康危機管理課長 健康危機管理課で

ございます。 

 狂犬病の予防接種率につきましては、現在

第２次の熊本県動物愛護管理計画の中では80

％という目標を設定しております。ただ、実

態といたしましては、近年、70％前後続いて

おりまして、直近では、26年度は69.3％とい

う数字でございます。ただ、地域別に見ます

と、人吉地域では90％、水俣地域でも80％と
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いうふうに、県内２カ所の圏域では目標を達

成しております。一方で、熊本市、宇城等に

つきましては、62％、63％という形で、地域

別にも差がございます。 

 現在、市町村を通しまして、予防接種、注

射率の向上に向けた担当者会議の開催、それ

から、特に予防注射率が低い市町村につきま

しては、個別にヒアリング等を実施いたしま

して、向上に向けました技術的支援を行って

おりまして、また、県の獣医師会等とも連携

いたしまして、そのあたりを今進めていると

ころでございます。 

 

○藤川隆夫委員 まあ、なかなか接種率は上

がらない状況があるので、できれば、接種し

てなきゃ飼えないような形にしていくとか、

市町村でですね、というようなことも逆に言

うと必要になってくるのかなというふうに思

っておりますので、そのような取り組みも含

めてお願いできればというふうに思います。 

 もう１点よろしいですか。 

 34ページにドクターヘリの運用の話があり

まして、防災消防ヘリとの２機体制でうまく

今運用されているというふうに思うんですけ

れども、その中で、防災消防ヘリの場合は、

病院間の搬送が主となっているというふうに

思います。 

 それで、あるところからの話で、実は周産

期絡みの話なんですけれども、防災消防ヘリ

が飛んでくると、病院間搬送だからと。そこ

に実は医師が乗らなきゃいけないという話が

出てくると。ところが、実態として、過疎地

域でやっている病院に関しては、その方が防

災消防ヘリに乗ってしまうと空白期間ができ

て、そのときに現地での対応ができなくなっ

てくるので、その付近を、今の救急車なんか

だと看護師が乗ったりなんかして対応できて

いるので、そういう部分ができないかという

話もありますし、運用面上、確かに医師が乗

ったほうがいいのはよくわかるんですけれど

も、その付近の状況等に関してもうちょっと

柔軟に対応できないか、あるいは、逆に言う

と、ドクターヘリを派遣するとか、医師をピ

ックアップしてですね、そういうふうなこと

も考えられないかというふうに思っておりま

すので、その付近の運用面に関して、今後ど

ういう形でやられるかを教えていただければ

と思います。 

 

○立川医療政策課長 今ドクターヘリの病院

間搬送についてのお尋ねがございまして、基

本、今病院間搬送につきましては、患者さん

を送り届ける先の、いわゆる搬送先と言って

いますけれども、搬送先の病院の医師が乗っ

てくる、いわゆるピックアップと言っていま

すけれども、例えば、熊本から「ひばり」が

飛んでいくときに、熊本医療センターである

とか、熊本赤十字病院であるとか、そこの医

師をピックアップして、そして、例えば人吉

であるとか、人吉医療センターであるとか、

そういったところに行くというのが、今、不

文律といいますか、そういった申し合わせで

やっているところです。 

 ただ、そこのピックアップができなかった

ような場合に、委員おっしゃいましたよう

に、いわゆる搬送元、地域の病院から医師が

乗り込みますと、そこの病院の医師がしばら

くヘリコプターに乗っている間不在になるわ

けで、その方が非常に大事な専門医であった

りすると、そこの病院の医療がままならない

というふうなことで、いろいろ聞いておりま

す。 

 それで、先生おっしゃいましたように、医

師ではなくて看護師であるとか、例えば分娩

とかという場合であれば助産師でいいんじゃ

ないかというふうな声も出ていまして、そこ

を今、周産期の意見交換をする会が熊大を中

心に各中核の分娩施設等と今やっているとこ

ろで、ただ、まだ先生方たちも、看護師な

り、助産師を自分の指示で乗せて何かあった
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ときの場合のことをまだ心配されているとこ

ろがありまして、そこの柔軟な対応まではま

だ至っておりませんけれども、今私どもがお

願いしようとしておりますのは、原則であり

ます、いわゆる搬送先の先生、なるべく乗っ

ていただくように、改めて要請をするという

ことをやっていきたいというふうにまず思っ

ているところでございます。 

 

○藤川隆夫委員 まあ、今の形でやっていた

だきたいというふうに思います。ただ、実は

ヘリポートの件が恐らくこれは絡んでくると

思うんですよね、ピックアップするに関して

も。その病院にヘリポートがあればピックア

ップもしやすいけれども、そうじゃないとこ

ろに搬送する場合のときはまた違う話になっ

てくるというふうに思いますので、その付近

は、逆に言うと、医師を救急車に乗せるか何

らかして、そのヘリポート、日赤なら日赤ま

で連れていくとか、具体的に言うと、そぎゃ

ん話もしていかんといかぬとかなというふう

に思いますけどね。だから、今、現実問題、

ヘリポートのおりられるところは、日赤、熊

大、国立、主に――あと、済生会等あります

けれども、そこはないですからね、産科が。

だから、結局３つだけの話になってくると思

いますけれども、まあ、うまくその付近は調

整されて運用していただければというふうに

思いますので、よろしくお願いします。 

 委員長、もう１点だけ、済みません、よろ

しいですか。 

 40ページの緩和ケアの話なんですけれど

も、これは、これから先進めていかなくては

いけない事業だというふうには思います。そ

の中で、専門医の養成というのが大事になっ

てくるわけなんですけれども、この緩和ケア

の専門医の育成という中において、これは、

極めて現状だと実際緩和ケアやっている病院

というのは限られておりまして、そこの中で

どうやって養成していくかということで、実

は、現場サイドというか、その緩和ケアをや

っている先生方の中においても、ちょっとこ

の養成については何とかならぬだろうかとい

う話が結構出てきておりまして、ここの新規

事業に関しては、具体的にこの専門医の育成

と書いてありますけれども、どういう形でこ

れをされるのかという話を聞かせてもらえれ

ばと思います。 

 

○下村健康づくり推進課長 緩和ケアの医

師、専門医の育成についてのお尋ねでござい

ますが、現在、この事業につきましては、熊

本大学附属病院で実施をしていただくことで

進めておる、補助をして実施をしていただく

ことになっている事業でございます。 

 緩和ケアにつきましては、全国では80数名

いらっしゃるんですが、熊本県では、昨年の

時点では、どなたもいらっしゃらないという

ことで、これにつきましては、専門医の資格

を取るためには認定制度というのがございま

して、そこで資格を取る必要がございます

が、中核になる先生が熊本大学附属病院のほ

うにいらっしゃいますので、その方を中心に

専門医の育成、それから臨床心理士について

も、これは緩和ケアチームに配置をしていく

必要がございますので、あわせて育成をして

いくことで進めている事業でございます。 

 特に、がん患者等とのコミュニケーション

技術であるとか、症状の予測、疼痛のコント

ロール、それから精神症状に対するケア等を

行うことができるスキルを身につけていただ

くということで進めておるものでございま

す。 

 

○藤川隆夫委員 今の話でわかりましたけれ

ども、まあ、これから国がいろんな形で在宅

医療というのを進めていく中において、当然

がん患者の在宅での管理というのが必要にな

ってくると思います。その際に、やはりそれ

なりの研修をやり、実績を積んだ先生方がや
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っぱり訪問に行かなきゃどうしようもないよ

うな状況が出てくると思います。あわせて、

臨床心理士の話も今していただきましたの

で、その体制をきちっとつくっていく上にお

いても、できるだけ早期にそのような専門医

をやっぱり養成していかないといけないとい

うふうに考えておりますので、積極的にぜひ

やっていっていただければと思います。よろ

しくお願いします。 

 

○重村栄委員 先ほどの藤川先生の質問にち

ょっと関連していいですか。 

 先ほど藤川先生のほうからヘリの救急医

療、搬送の話が出てたんですが、ちょっと実

績をお聞かせいただけませんか、どのぐらい

回数を飛んでいるのか。 

 

○立川医療政策課長 これは、平成26年４月

１日から平成27年３月31日の平成26年度１年

度間の数字になります。ドクターヘリが出動

回数が627件、県防災消防ヘリの「ひばり」

が190件出動しておりまして、それぞれ現場

救急、病院間搬送――キャンセルも若干あり

ますけれども、その２つの業務について、今

言いました、ドクターヘリが627、防災消防

ヘリ「ひばり」が190、合計いたしますと817

となりまして、１日当たり2.2回の出動とい

うことで、これは徐々に、スタートしたとき

より尐しずつふえておるところでございま

す。 

 

○重村栄委員 ドクターヘリが627回という

ことで、日に２回ぐらいですよね。これは、

余裕度というと言葉はよくないんでしょうけ

れども、運用する能力の限界というのは何回

ぐらい考えられるんですか。 

 

○立川医療政策課長 限度が何回というの

は、私は基地病院である熊本赤十字病院から

は聞いておりませんけれども、今のところ、

もうこれ以上運航できないとかいったことは

聞いておりませんので、まだ若干余裕はある

かと思いますけれども、まあ、１日に何回が

限度かというふうなのはちょっと確認をして

おきたいと思いますが、それも、距離であり

ますとか、それから重症、そういったのもご

ざいますので、一概には言えないと思います

けれども、それはちょっと確認して、後ほど

御報告したいと思います。 

 

○重村栄委員 広域連携での動きというのは

何かあるんですか。 

 

○立川医療政策課長 ドクターヘリに関しま

しては、まずは、県内の現場救急を第一に優

先していこうということで、この３年間、そ

ちらに傾注してきたというか、県内だけでや

ってきたというのが実態でございます。た

だ、例えば、人吉の患者さんが、自分はもと

もと鹿児島かあるいは宮崎から入院している

ので、そちらのほうに搬送してほしいといっ

たようなこととかも伺っております。今度の

議会でもそのような御質問、本会議でも出ま

したので、早速、本県は、福岡、大分、宮

崎、鹿児島と接しておりまして、それぞれ患

者さんの行き来は多分にありますし、救急の

事案もありますので、早速、各県さんに、ま

ず、ちょっと今文書を、調査票といいます

か、それから始めて、直接隣県の関係者と協

議を進めて、その連携が、どこまでの連携を

するかとかいろいろありまして、また、山が

ありますもんですから、飛ぶ飛べないとかい

ろいろ聞くとあるようでございますので、そ

ういった課題をクリアして、連携ができるよ

うに進めてまいりたいと考えております。 

 

〇髙木健次委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 

○岩田智子委員 本会議で２人の議員の方が



第２回 熊本県議会 厚生常任委員会会議記録（平成27年６月30日) 

 - 29 - 

御質問された子供の医療費についてですけれ

ども、それはどこを見ればわかるんですか、

その予算は。 

 

○福田子ども未来課長 子ども未来課でござ

います。 

 乳幼児医療費助成につきましては、資料

は、20ページの３番目でございます。乳幼児

医療費助成事業５億3,800万円と書いてある

のがそれであります。 

 

○岩田智子委員 ありがとうございます。 

 ２人の議員の方が質問をされたということ

で、私も、いろんな方から、議員になった後

に、子供の医療費についてよろしくお願いし

ますというのをたくさんの方から言われまし

たので、これで、健康福祉部長と知事の答弁

では、県民が真剣に望むものとか、例えば病

児・病後児医療を充実させるとかいうような

答弁がございまして、それもとても重要だと

思いますけれども、たくさんの県民の方々が

本当に真剣にこれをやってほしいと思われる

ことを私たちは考えなければいけないのでは

ないかなと思っています。それは、フッ化物

洗口に関してもそうだと思います。フッ化物

洗口が入ったことで――入れてくれと私が言

われたことはありません。以上です。 

 だから、そのことを検証していただきたい

と思います。県民が本当に望んでいること

を、どういうことなのかというのをきちんと

検証していただきたいということです。 

 

〇髙木健次委員長 答弁はいいですね。 

 

○岩田智子委員 はい。 

 

〇髙木健次委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 

○岩中伸司委員 高齢者の問題で、後期高齢

者医療制度ですね、かなりの金額になってい

るんですが、これは、発足以来急激にこれま

で負担が重くなっていると思うんですが、こ

れから2025年、私がちょうど75～76になるこ

ろは、もう頂点なんですね。この制度そのも

のも、確かに基金積み立てなんかがされてい

ますが、この現状と将来展望について、一言

だけでも課長から。 

 

○大塚国保・高齢者医療課長 後期高齢者医

療に関する御質問でございました。 

 後期高齢者医療の費用につきましては、制

度発足以来数字は伸びているところでござい

ます。ただ、本県の場合は、高齢化率がもと

もと高うございましたので、その人の伸びと

いうのは徐々に抑えられていっているという

状況にはございます。ただ、１人当たりの医

療費で見てみますと、やはり毎年額は伸びて

いる状況でございます。この点に関しまして

は、後期高齢者医療制度といたしましても、

保健事業、いわゆる健康づくり、高齢者の健

康づくりというのには重点を置いていかなけ

ればならないというふうに考えておりまし

て、後期高齢者医療を直接担当しております

市町村の広域連合と連携をしながら保健事業

の充実を図っていくことで、医療費適正化を

進めていきたいというふうに考えておりま

す。 

 

〇髙木健次委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 ないようですので、以上で質疑を終了いた

します。 

 なお、昼食のため、午後１時まで休憩いた

します。 

  午後０時５分休憩 

――――――――――――――― 

  午後０時59分開議 

〇髙木健次委員長 休憩前に引き続き会議を

開きます。 
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 次に、本委員会に付託された議案等を議題

とし、これについて審査を行います。 

 まず、議案等について執行部の説明を求め

た後に質疑を受けたいと思います。 

 それでは、健康福祉部長から総括説明を行

い、続いて、担当課長から順次説明をお願い

します。 

 その前に、ドクターヘリの回答を、午前中

の質疑に対する回答があるそうですので、発

言を許します。 

 

○立川医療政策課長 午前中の審議で、重村

委員のほうから、日赤のドクターヘリの余裕

はあるのかということでお尋ねがあっており

まして、ドクターヘリだけでいいますと、１

年間平均は1.7回でございます。それで、過

去に、調べますと、１日６回出動した経緯が

３回ほどあるということで、その点から見ま

すと、要請があれば出動できる余力はあると

いうふうな回答がありましたので、追加して

報告させていただきます。 

 以上です。 

 

○重村栄委員 ありがとうございました。 

 

〇髙木健次委員長 じゃあ付託案件を議題に

したいと思います。 

 健康福祉部長から総括説明を行い、続い

て、担当課長から順次説明をお願いします。 

 初めに、豊田健康福祉部長。 

 

○豊田健康福祉部長 それでは、本議会に提

出しております健康福祉部関係の議案等の概

要につきまして御説明を申し上げます。 

 今回提出しておりますのは、予算関係１議

案、条例等関係４議案、報告３件でございま

す。 

 まず、第１号議案の平成27年度熊本県一般

会計補正予算についてですが、総額６億7,90

0万円余の増額となる補正予算をお願いして

おります。 

 その主な内容でございますけれども、地域

医療介護総合確保基金について、介護分に係

ります事業の内示に伴います基金の積み増し

や、同基金を財源といたしました特別養護老

人ホーム等の施設の開設準備経費に対する助

成、介護施設、介護拠点の整備等に対する助

成などに係る予算を計上しております。 

 これらによりまして、特別会計を含めまし

た健康福祉部の平成27年度の予算総額は1,39

2億9,000万円余となります。 

 次に、条例等関係についてですが、第８号

議案の熊本県入浴施設におけるレジオネラ症

の発生防止のための衛生管理に関する条例の

一部を改正する条例の制定について外３件を

提案しております。 

 また、報告関係につきましては、報告第１

号の平成26年度熊本県一般会計繰越明許費繰

越計算書の報告について外２件について御報

告させていただきます。 

 このほか、その他報告事項として、地域医

療構想の策定について外２件について御報告

させていただきます。 

 以上が今回提出しております議案等の概要

でございます。詳細につきましては関係課長

が説明いたしますので、よろしくお願いしま

す。 

 

〇髙木健次委員長 引き続き担当課長から説

明をお願いします。 

 

○渡辺健康福祉政策課長 健康福祉政策課で

ございます。 

 厚生常任委員会説明資料をお願いいたしま

す。ページが飛びまして恐縮でございます

が、20ページをお願いいたします。 

 平成26年度一般会計に係る繰越明許費の御

報告でございます。 

 災害救助事業費につきまして、2,900万円

余を繰り越しております。これは、平成24年
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の熊本広域大水害に際し、阿蘇市に建設いた

しました応急仮設住宅の敷地の原状復旧と住

宅に併設したみんなの家２棟の移設経費につ

きまして、入居者が住宅を再建されるなどに

よって仮設住宅を退去される時期の確定等に

時間を要し、年度内の完了が見込めないため

に繰り越したものでございます。 

 原状復旧工事につきましては、既に工事が

完了しておりまして、みんなの家につきまし

ても秋ごろには移設が完了し、被災地区の公

民館や市営住宅の集会所として活用される予

定となっております。 

 説明は以上でございます。 

 

○岡﨑健康危機管理課長 健康危機管理課で

ございます。 

 同じく説明資料の２ページをお願いいたし

ます。 

 平成27年度６月補正予算説明資料でござい

ます。 

 食品衛生指導費につきまして、372万3,000

円の増額補正をお願いしております。これ

は、右の説明欄に記載しておりますとおり、

食品の衛生管理手法であります、これはハサ

ップと読みますが、ＨＡＣＣＰの推進を図る

ための基盤整備事業で、国のモデル事業とし

て、会議や研修会、マニュアル策定等に要す

る費用でございます。財源は全額国庫でござ

います。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 それから、続きまして、条例２議案につい

て御説明を申し上げます。 

 同じく説明資料の10ページをお願いいたし

ます。 

 第８号議案熊本県入浴施設におけるレジオ

ネラ症の発生防止のための衛生管理に関する

条例の一部を改正する条例の制定についてで

ございます。 

 概要につきましては、12ページで御説明を

申し上げます。 

 レジオネラ症条例につきましては平成16年

に制定しておりまして、入浴施設等における

レジオネラ症という感染症の発生防止のため

の衛生管理に関する条例でございます。 

 条例の改正の趣旨につきましては、介護保

険法の改正に伴いまして、入浴施設の衛生管

理について必要な措置を講じなければならな

い施設に、入浴施設を有する第１号通所事業

所を追加する等の規定の整備を行うものでご

ざいます。 

 内容につきましては、条例の対象となりま

す社会福祉施設に第１号通所事業を追加する

ものでございます。 

 施行期日は、事業所の追加につきましては

９月１日から、その他の規定の整備につきま

しては公布の日からとしております。 

 続きまして、13ページをお願いいたしま

す。 

 熊本県食品衛生基準条例の一部を改正する

条例の制定についてでございます。 

 こちらも、申しわけありません、14ページ

の条例の概要で御説明を申し上げます。 

 まず、条例改正の趣旨ですが、食品衛生

法、それから農林物資の規格化及び品質表示

の適正化に関する法律、これはＪＡＳ法と呼

んでおります。それから、もう１つ、健康増

進法、この３つの法律の食品表示に関する規

定を統合いたしました食品表示法に基づきま

す食品表示基準の施行に伴いまして、関係規

定の整備をするものでございます。 

 内容につきましては、食品表示基準の施行

に伴う所要の規定の整理及び公衆衛生上講ず

べき措置の基準のうち、食品の表示に関する

基準を削るものでございます。 

 施行期日は、公布の日からとしておりま

す。 

 それから、最後に、繰り越しの報告が１件

ございます。 

 21ページをお願いいたします。 

 エボラ出血熱対策事業180万についてでご
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ざいます。これは、第１種感染症指定医療機

関であります熊本市民病院に、感染防護具の

整備を助成するものでございました。２月議

会で予算化しまして、全額今年度への繰り越

し設定していたものでございます。この事業

につきましては、４月に交付決定を行い、現

在、熊本市民病院において購入の手続を行っ

ておられるところでございます。 

 以上、健康危機管理課の説明を終わりま

す。 

 

○本田高齢者支援課長 高齢者支援課でござ

います。 

 説明資料、また戻っていただきまして、３

ページをお願いいたします。 

 まず、老人福祉費でございますが、右側の

説明欄にありますように、高齢者福祉対策費

のうち、施設開設準備経費助成特別対策事業

として2,471万円、２段目の老人福祉施設費

でございますが、説明欄にありますように、

老人福祉施設整備費のうち、介護基盤緊急整

備等事業として２億1,300万円余の増額補正

をお願いしております。この２つの事業は、

先ほど主要事業でも説明しておりますが、介

護施設の整備と開設前の準備や人材育成等を

行う事業でございます。 

 説明欄の下のほうにありますように、財源

としては、地域医療介護総合確保基金を活用

する事業でございまして、新年度に入りまし

て国の内示額が確定したことから、増額補正

をするものでございます。 

 以上、高齢者支援課の６月補正予算としま

しては、合計２億3,700万円余の増額補正を

お願いしております。 

 続きまして、条例改正でございます。 

 飛びまして、17ページをお願いいたしま

す。 

 第10号議案熊本県養護老人ホームの設備及

び運営の基準に関する条例等の一部を改正す

る条例の制定についてでございます。 

 委員会資料では、15から16ページまでに条

例案、17ページに概要を掲載しておりますの

で、17ページの概要で御説明させていただき

ます。 

 まず、１の条例改正の趣旨でございます。 

 昨年６月の地域における医療及び介護の総

合的な確保を推進するための関係法律の整備

等に関する法律の施行に伴い、厚生労働省令

でございます養護老人ホームの設備及び運営

に関する基準が改正されたため、その省令を

もとにつくっております県の養護老人ホーム

等の設備、運営に関する基準条例外２条例を

一部改正するものでございます。 

 続きまして、２の内容でございます。 

 (1)でございますが、これは、養護老人ホ

ームが指定を受けることができる居宅サービ

スの類型が１つ追加されました。特定施設入

居者生活介護という類型でございますが、追

加されたために、その人員基準等の規定を整

備するものでございます。 

 (2)は、介護保険法の一部改正により条項

ずれが生じておりますので、実質的な意味合

いは変わりませんが、条項ずれに対応して関

係規定の整理を行うものでございます。 

 施行期日は、公布の日からとしておりま

す。 

 続きまして、また飛びまして、説明資料の

22ページをお願いいたします。 

 繰越計算書について御説明いたします。 

 昨年度の議会において承認いただきました

繰越明許費のうち、繰越明許費に伴う繰越計

算書の御報告でございます。 

 事業名の欄の一番上の施設開設準備経費助

成特別対策事業費でございますが、特別養護

老人ホーム、グループホーム等５施設6,600

万円の繰り越しが確定しましたので、御報告

します。早い事業所では５月中旪、遅いとこ

ろでも７月までには開設予定というふうにな

っております。 

 次に、指定サービス事業者管理事業費でご
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ざいますが、指定事業者等管理システムの改

修費用について、116万円余の繰り越しが確

定しましたので、御報告します。 

 なお、現在システムを改修中でございまし

て、７月までには完了する予定でございま

す。 

 次に、３段目、老人福祉施設整備等事業費

でございますが、特別養護老人ホーム10床分

の改築2,400万円の繰り越しが確定しました

ので、御報告します。この工事は５月末に竣

工しております。 

 最後でございますが、介護基盤緊急整備等

事業費でございますが、地域密着型特別養護

老人ホーム２施設２億3,200万円の繰り越し

が確定しましたので、御報告します。 

 なお、２施設とも４月末には竣工をしてお

ります。 

 以上が高齢者支援課分でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○池田認知症対策・地域ケア推進課長 認知

症対策・地域ケア推進課です。 

 戻っていただきまして、４ページをお願い

いたします。 

 主なものを御説明いたします。 

 まず、老人福祉費です。 

 説明欄の１、高齢者福祉対策費の(1)から

(4)までの事業ですが、全て新たに創設され

た地域医療介護総合確保基金を活用した事業

でございます。 

 まず、(1)市民後見推進事業につきまして

は、認知症の高齢者の増加により、成年後見

制度の利用も増加が見込まれますことから、

市民による後見について周知、普及、活用を

推進する市町村に対し事業費を助成するもの

です。この事業につきましては、昨年度まで

は10分の10の国庫補助事業でしたけれども、

今年度から基金活用事業に移行したため、2,

811万円の補正をお願いするものでございま

す。 

 次に、(2)認知症総合支援研修事業につき

ましては、平成30年度までに全ての市町村に

配置いたします認知症初期集中支援チーム並

びに認知症地域支援推進員の育成に要する研

修経費でございまして、本年度から基金活用

事業とされたものです。 

 次に、(3)認知症介護研修等事業につきま

しては、介護施設等職員に対する認知症介護

の研修に要する経費です。昨年度までは、県

と政令市である熊本市に対し、それぞれ２分

の１の国庫補助がございましたけれども、今

年度から基金活用事業に移行したことによ

り、県分につきましては国庫補助から基金へ

の財源更正、それから熊本市への国庫補助相

当分46万円の補正をお願いするものでござい

ます。 

 次に、(4)認知症診療・相談体制強化事業

につきましては、かかりつけ医や一般病院勤

務の看護師など、医療従事者に対する認知症

対応力向上のための研修に要する経費でござ

います。(3)と同様に、県と熊本市でそれぞ

れ国庫補助事業として実施しておりましたけ

れども、国庫補助事業から基金に移行しまし

たことから、県分については国庫補助から基

金への財源更正、熊本市への国庫補助相当分

21万円余の補正をお願いするものでございま

す。 

 次に、５ページ、(5)並びに２の介護保険

対策費の(1)から(3)まで、これも、いずれも

地域医療介護総合確保基金を活用いたします

ことから、財源更正をお願いするものでござ

います。 

 以上、認知症対策・地域ケア推進課は、６

月補正予算として3,200万円余の増額並びに

財源更正をお願いいたしております。 

 次に、23ページをお願いいたします。 

 繰り越しの報告についてでございます。 

 事業名の欄、中山間地域等創生による地域

包括ケア推進事業については、中山間地域等

の条件不利地域での住民参加による地域ケア
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包括体制づくりの経費です。国の経済対策で

２月補正予算で計上いただいたものでござい

ますけれども、今年度へ繰り越して、現在、

事業実施する市町村、団体を募集していると

ころでございます。 

 以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○吉田社会福祉課長 社会福祉課でございま

す。 

 資料、お戻りいただいて、６ページをお願

いいたします。 

 社会福祉総務費で155万円の補正をお願い

しております。 

 補正の内容は、市町村が行う臨時福祉給付

金事業の支援に要する事務経費でございま

す。臨時福祉給付金そのものにつきまして

は、消費税率の引き上げに伴う低所得者への

影響を緩和するため、昨年度に引き続き行わ

れるもので、市町村民税非課税世帯の方に１

人6,000円が給付されます。 

 次に、繰り越し関係で御説明申し上げま

す。 

 資料、24ページをお願いいたします。 

 保護施設整備費２億8,609万円につきまし

ては、昨年度の２月議会で経済対策分として

補正いたしました八代市に所在する救護施設

の老朽改築に伴う助成でございます。現在整

備中でございまして、来年２月ごろには工事

が完了する予定です。 

 社会福祉課は以上です。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○福田子ども未来課長 子ども未来課でござ

います。 

 資料、お戻りいただきまして、７ページを

お願いいたします。 

 補正予算でございます。 

 児童福祉総務費で6,214万円の増額補正を

お願いしております。 

 右の説明欄をお願いいたします。 

 １の児童健全育成費で、(1)と(2)の２つの

事業がございますが、いずれも、市町村が行

う事業に対しまして、国３分の１、県３分の

１の補助を行うものでございます。今年度か

ら、国におきまして補助内容の見直しが行わ

れ、補助対象が拡大されましたので、増額補

正をお願いするものです。 

 (1)の児童健全育成事業は、放課後児童ク

ラブの運営費を補助するもので、当初予算に

おきまして５億1,000万円余を計上している

ところでございます。今回、クラブ運営の質

の改善を図るために、これまで補助対象外で

ありました児童数10人未満の小規模なクラブ

を補助対象に加えることやクラブ支援員の処

遇改善など、拡充された補助内容に沿って、

5,890万円余の増額補正をお願いしておりま

す。 

 (2)の子育て支援強化事業費補助金は、子

育てに関する助言、あるいは情報提供、また

はサービス利用に当たっての援助など、利用

者支援を行う市町村に対して助成を行うもの

です。これまでの助成対象に加えまして、市

町村の保健センターなどを活用する母子保健

型の利用者支援事業が新たに助成対象に加え

られました。今回、３市町村分の315万円余

の補正をお願いしております。 

 以上、当課合計6,214万円の増額補正をお

願いしております。 

 続きまして、条例案件でございます。資

料、18ページをお願いします。 

 第11号議案といたしまして、熊本県児童福

祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の

一部を改正する条例を御提案しております。 

 内容は、右の条例案の概要で御説明しま

す。19ページをお願いします。 

 １の条例改正の趣旨でございますが、児童

福祉施設の設備及び運営に関する基準及び児

童福祉施設最低基準の２つの省令につきまし

て一部改正がありましたので、関係規定を整
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備するものでございます。 

 ２の内容でございますけれども、改正内

容、２つございます。 

 まず、(1)でございますが、母子支援員な

どの児童福祉施設の職員の養成施設、現在地

方厚生局長または支局長が指定をしておりま

すが、この指定を行う者を地方厚生局長等か

ら都道府県知事に変更されたことにより、規

定を整理するものです。 

 なお、本県には、対象となる養成施設はご

ざいません。 

 次に、(2)は、乳児を４人以上入所させる

保育所の保育士の員数の算定についてでござ

いますが、基準では、乳児３人につき１人の

保育士を配置する必要がございますので、乳

児４人以上入所させる場合は、保育士を尐な

くとも２人以上配置する必要があります。そ

のうち１人につきましては、現在保健師また

は看護師を保育士とみなすことができるとさ

れております。この保育士とみなすことがで

きる職種に准看護師を加えるものでございま

す。 

 なお、この改正につきましては、看護師等

の専門職の確保が困難であるということも踏

まえまして、対象を拡大するよう、地方から

国に要望を行っていたものです。 

 ３の施行期日は、公布の日としておりま

す。 

 続きまして、25ページをお願いいたしま

す。 

 繰越計算書でございます。 

 事業名の欄の上段の待機児童解消加速化プ

ラン補助事業は、認可を目指す認可外保育所

が行う施設改修を助成する市町村に対する補

助でございますけれども、補助対象４施設の

うち、１施設の整備が年度内に完了しなかっ

たため繰り越しておりますけれども、７月中

に整備が完了する予定でございます。 

 中段の地域尐子化対策強化交付金事業は、

国の経済対策事業として昨年度の２月補正予

算で計上したものです。年度末から年度初め

にかけて国の交付決定が行われており、現在

事業に着手しているところでございます。 

 下段の保育所等緊急整備事業は、補助対象

26カ所のうち、９カ所について工事が完了し

ませんでしたので繰り越しております。現在

３カ所が事業を完了しており、残る６カ所も

随時事業完了予定でございます。 

 以上、御審議よろしくお願いいたします。 

 

○井上障がい者支援課長 障がい者支援課で

ございます。 

 ６月補正予算について説明させていただき

ます。 

 資料は、お戻りいただいて、８ページをお

願いいたします。 

 まず、障害者福祉費でございます。290万

円余の財源更正をお願いしております。 

 右の説明欄をごらんください。 

 １、障がい者福祉諸費で、内容は、介護職

員等によるたんの吸引等のための研修事業に

要する経費でございます。この事業は、地域

医療介護総合確保基金を活用することになっ

たことに伴い、財源更正を行うものでござい

ます。 

 続きまして、下の段の精神保健費で3,654

万円の増額補正をお願いしております。 

 右の説明欄の１、精神保健費の(1)から(3)

までの事業は、ことし２月に創設されました

国の地域自殺対策強化交付金を活用するもの

でございます。(1)の自殺予防普及啓発事業

は、９月の自殺予防週間や３月の自殺対策強

化月間にあわせて、新聞を活用した相談機関

の周知や自殺予防街頭キャンペーンに要する

経費でございます。(2)の市町村等自殺対策

推進事業は、自殺対策を実施する市町村や民

間団体に対する補助でございます。(3)自殺

予防相談支援等事業は、精神保健福祉センタ

ーが実施する自殺予防のための相談支援や支

援者の養成研修等に要する経費でございま
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す。 

 以上、障がい者支援課の補正予算額は3,65

4万円でございます。 

 説明資料の26ページをお願いします。 

 繰り越し関係について報告をさせていただ

きます。 

 社会福祉費の１段目の障がい者職場実習促

進事業の314万円余、２段目の障がい者福祉

施設整備事業費のうち、施設の改築１件とス

プリンクラー整備の４件、合わせまして9,42

9万円余及び下段の公衆衛生費の自殺予防相

談支援事業費の348万円余につきましては、

ことし２月の国の経済対策として補正で計上

したものでございます。今年度中の事業執行

及び竣工を予定しております。 

 また、社会福祉費の２段目の障がい者福祉

施設整備事業費のうち、残りの１件6,781万

円余につきましては、地盤が軟弱であったこ

とによりまして工期が伸びたために繰り越し

たものでございます。先月末に竣工済みでご

ざいます。 

 同じく３段目の障がい者福祉施設耐震化等

特別対策事業費の１億8,070万円余につきま

しては、改築１件分でございますが、大規模

な工事のために年度内に十分な工期が確保で

きなかったもので、本年度中の竣工を予定し

ております。 

 同じく４段目の福祉センター施設整備改修

事業費1,423万円につきましては、長嶺にあ

ります県の身体障害者福祉センターの非常用

発電装置の更新でございますが、事業の施行

を土木部の営繕課に依頼をしておりました

が、技術者の不足などを理由に工事の入札が

不調となりまして、工事の適正工期が確保で

きなかったものでございます。ことし８月中

の竣工を見込んでおります。 

 以上、合計で３億6,556万円余を繰り越し

ております。 

 続きまして、報告第９号第５期熊本県障が

い者計画策定の報告について御説明いたしま

す。 

 説明資料の32ページをお願いいたします。 

 この計画につきましては、昨年度の厚生常

任委員会において策定途中のものを報告させ

ていただきました。障害者基本法第11条第８

項で、県計画を策定した場合には議会に報告

することになっておりますので、昨年度末、

３月末に策定した計画について、この６月議

会に報告させていただくものでございます。 

 33ページの計画の概要により御説明いたし

ます。 

 １つ目の計画の性格ですが、障害者基本法

に基づき策定するもので、県の障がい者施策

に関する基本計画となるものです。表題にあ

りますように、計画期間を平成27年度から平

成32年度までの６年間としております。２つ

目の目指す姿としまして、障がいのある人も

ない人も安心して暮らすことのできる共生社

会の実現としております。３つ目の基本理念

として、障害のある人もない人も「ともに生

きる」社会などの３つを掲げております。４

つ目の重点化の視点ですが、第５期計画の期

間内に重点的に取り組むべき施策の方向性と

しまして、県民みんなで障害のある人への差

別をなくす取り組みなど、４つの項目を掲げ

ております。 

 次に、具体的な取り組みとしまして、８つ

の分野別施策として整理をしておりますが、

主なものを説明させていただきます。 

 まず、①の地域生活支援では、１つ目にあ

りますように、障がいのある人の地域生活へ

の移行、地域定着に向け、居住の場の確保や

障害福祉サービスの充実を図ってまいりま

す。 

 次に、②の保健・医療では、身近な地域で

支援が受けられる地域療育体制や精神科救急

医療体制の充実を図ってまいります。 

 次に、③の教育、文化芸術・スポーツで

は、３つ目のポツですが、文化芸術活動、ス

ポーツ分野におけるスペシャリストの発掘、
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育成に取り組んでまいります。 

 34ページをお願いします。 

 ④の雇用・就業、経済的自立の支援では、

障がいのある人の自立を図るため、関係機関

が連携して、就業面と生活面を一体的に支援

していくこととしております。 

 ⑤の情報アクセシビリティでは、障がい特

性に配慮した情報の提供を推進してまいりま

す。 

 ⑥の安心・安全では、障がい特性などを踏

まえ、避難行動要支援者の避難支援計画が策

定されるよう、市町村を支援してまいりま

す。 

 ⑦の生活環境では、障がいのある人もない

人も、誰もが安心、快適に暮らせるまちづく

りを推進してまいります。 

 最後に、⑧差別の解消及び権利擁護の推進

では、障害者差別解消法の制定に先駆けて制

定した県の条例に基づく取り組みを推進して

まいります。 

 右下の計画の推進に当たってですが、市町

村や関係機関等と連携して施策を実施するこ

ととしております。また、毎年度、施策の実

施状況について、熊本県障害者施策推進審議

会において、検証、評価を行うこととしてお

ります。 

 障がい者支援課関係の説明は以上でござい

ます。 

 御審議のほどよろしくお願い申し上げま

す。 

 

○立川医療政策課長 お戻りいただきまし

て、９ページをお願いいたします。 

 公衆衛生総務費で３億524万9,000円の増額

をお願いしております。 

 １、保健医療推進対策費のヘリ救急医療搬

送体制推進事業は、ドクターヘリの運営に要

する経費について助成するものです。ドクタ

ーヘリに搭載している消防救急無線機器のデ

ジタル化に伴う増額です。2,170万7,000円を

お願いしております。 

 ２、地域医療介護総合確保基金積立金は、

既に高齢者支援課等から補正予算の説明があ

りましたが、介護分の事業実施に要する基金

を基金の所管課であります当課で積み立てる

ものです。負担割合は、国３分の２、県３分

の１です。２億8,354万2,000円をお願いして

おります。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 続きまして、27ページをお願いいたしま

す。 

 繰越計算書について御報告いたします。 

 上から２行目の欄でございますが、公衆衛

生費で25億4,864万4,000円を繰り越しており

ます。医療施設耐震化整備事業費外６事業に

ついて繰り越しております。事業計画の変更

や国の経済対策に伴う内示が平成27年度にな

るため、26年度内完了が困難となったもので

す。28年３月までには事業完了の予定です。 

 28ページをお願いいたします。 

 医薬費で1,633万円を繰り越しておりま

す。 

 在宅歯科診療器材整備事業費は、平成26年

度内完了が困難なため繰り越しておりました

が、既に５月末までに事業を完了しておりま

す。 

 次の看護職員確保総合推進事業費は、看護

職員が働きやすい合理的な病棟づくりとする

ための施設整備に対する助成です。平成28年

３月までに事業完了の予定です。 

 以上で報告を終わります。 

 

○大塚国保・高齢者医療課長 国保・高齢者

医療課でございます。 

 説明資料の29ページをお願いいたします。 

 繰越計算書につきまして御報告をいたしま

す。 

 社会福祉費で619万3,000円を繰り越してお

ります。 



第２回 熊本県議会 厚生常任委員会会議記録（平成27年６月30日) 

 - 38 - 

 市町村健康寿命延伸評価・促進事業費は、

国の経済対策地方創生先行分の活用事業でご

ざいまして、平成26年度の２月補正で予算措

置をしていただいたものでございますが、年

度内に十分な事業実施期間がとれないため、

全額を繰り越したものでございます。事業完

了は、28年３月の予定としております。 

 国保・高齢者医療課は以上でございます。 

 

○下村健康づくり推進課長 健康づくり推進

課です。 

 説明資料の30ページをお願いいたします。 

 繰越明許費の繰越計算書について御報告い

たします。 

 公衆衛生費で2,395万3,000円を繰り越して

おります。 

 まず、病院群遠隔病理診断体制整備事業費

は、遠隔病理診断が可能となるシステムの設

備導入に対する助成で、がん診療連携拠点病

院等の病院群による病理診断体制の構築を図

るものでございます。平成26年12月補正で御

承認をいただいておりますが、機器の導入が

年度内に完了しない見込みであったため、1,

195万3,000円を繰り越したものです。既に導

入済みで、今月、事業は完了しております。 

 下の健康長寿推進事業費は、主要事業でも

御説明いたしましたが、県民主体の健康づく

り推進及び健康長寿の意識醸成のための普及

啓発に要する経費で、モデル事業の実施、成

果の普及などにより、健康づくりの推進を図

るものでございます。国の経済対策地域創生

先行分による事業で、昨年度の２月補正で御

承認いただいておりますが、年度内に十分な

事業実施期間がとれないことから、1,200万

全額を繰り越したものです。事業完了は、平

成28年３月を予定しております。 

 繰越計算書については以上でございます。 

 次に、説明資料の35、36ページをお願いい

たします。 

 報告第10号でございます。 

 熊本県歯及び口腔の健康づくり推進条例の

第15条の規定により、平成27年度の歯科保健

対策の推進に関する施策を報告いたします。 

 恐れ入りますが、事業の内容に関しまして

は、別冊の報告事項の５ページを用いて報告

をさせていただきます。 

 それでは、別冊報告事項の５ページをごら

んください。 

 まず、１番目の熊本県の歯科保健の現状に

ついてでございます。 

 (1)の子どもの歯の状況ですが、１歳６カ

月児の虫歯の有病者率は、全国で43位と悪い

状況にございます。３歳児と12歳児について

も、全国順位は、それぞれ42位、41位という

状況です。 

 (2)成人の歯の状況ですが、歯周病を持っ

ている人の割合が全国と比べて高くなってお

ります。 

 (3)の高齢者の歯の状況ですが、これも全

国と比べますとやや悪い状況となっておりま

す。 

 (4)の市町村のフッ化物洗口事業の取り組

みの状況ですが、平成26年度の保育所、幼稚

園におけるフッ化物洗口の実施率は69.9％、

小中学校における実施率は70.5％――これは

熊本市を除いた分でございますが、となって

おります。 

 なお、平成27年度中には、全ての市町村に

おいてフッ化物洗口の開始が予定をされてお

り、９割以上の小中学校で実施が見込まれて

おります。 

 続きまして、６ページから平成26年度の主

な取り組みの成果についてまとめておりま

す。 

 最初の歯科保健推進事業の(1)から(5)まで

の事業においては、フッ化物洗口や歯周疾患

対策の推進に関する啓発、調査、市町村への

助成、市町村歯科衛生士の人材育成等の取り

組みを実施しております。 

 次の新規事業の医科歯科病診連携推進事業
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ですが、がん診療における医科歯科連携の拡

大に向けて、協議会の開催や人材育成のため

の研修会を行っております。 

 次に、７ページをごらんください。 

 最初の障がい児(者)口腔ケア事業では、歯

科医師や歯科衛生士を対象とした講演会、器

具の使用方法等に関する実地指導や個別相談

会を開催いたしました。 

 次の歯科医療確保対策事業では、県歯科医

師会が実施する障がい者歯科診療事業及び八

代歯科医師会が実施する休日歯科診療事業の

運営費について助成を行っております。 

 次の在宅歯科医療確保対策事業では、在宅

歯科医療を実施する診療所等に対し、医療機

器の購入について助成を行っております。ま

た、在宅歯科医療の推進を図る研修会も開催

しております。 

 次のへき地歯科診療支援事業では、無歯科

医地区の調査を行っております。 

 それから、次の障がい児(者)摂食リハビリ

テーション等整備事業では、摂食リハビリテ

ーション等を担う人材の育成についての講習

会を開催しております。 

 次の新規事業の医科歯科病診連携推進事業

(回復期)では、回復期の医科歯科連携を拡充

する体制づくりのため、協議会の開催や人材

育成を行っております。 

 ８ページをごらんください。 

 最初の新規事業の在宅歯科医療連携室整備

事業では、口腔ケアに関する相談窓口や訪問

歯科診療のマッチングなど、医療、介護と歯

科の連携強化のための在宅歯科医療連携室の

整備を行っております。 

 次の新規事業の在宅歯科診療器材整備事業

では、県内65カ所の歯科診療機関に対して、

訪問歯科診療車や在宅歯科診療に必要な医療

機器等の購入費について助成を行っておりま

す。 

 次の新規事業の歯科衛生士リカバリー研修

事業では、未就業歯科衛生士への復職支援の

研修会を開催しております。 

 次の新規事業の医科歯科連携訪問歯科診療

用機器整備事業では、歯科を標榜していない

がん診療連携拠点病院や回復期病院へ訪問歯

科診療を行うため、医療機器の購入費につい

て助成を行っております。 

 次の健康教育推進事業では、健康教育担当

者研修会において、学校におけるフッ化物洗

口の実施について説明を行っております。 

 次の歯・口の健康づくり研究推進校の指定

では、菊陽町立武蔵ヶ丘北小学校を研究推進

校として指定し、実践し、研究発表を行って

おります。 

 次の歯・口の健康づくり推進事業では、小

中学校でのフッ化物洗口の推進を図るため、

未実施市町村への訪問や効果的な取り組みの

情報提供を行っております。 

 次に、９ページをお願いいたします。 

 その他関連事業の成果についてとして、熊

本型早産予防対策事業を実施し、妊婦の歯周

病検診の結果の集計などを行ったところで

す。 

 次に、10ページから平成27年度の主な取り

組みの概要についてまとめております。 

 取り組みの概要については、今御説明をし

ました平成26年度の取り組み内容と重複する

事業となりますので、今年度の新規事業につ

いてのみ御説明をさせていただきます。 

 13ページをお願いいたします。 

 13番の歯科医師向け認知症対応力向上研修

については、歯科医師による認知症の早期発

見を含む対応力向上のため、認知症の基礎知

識や認知症患者への対応のポイント等に関す

る研修会を今年度新たに開催することとして

おります。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

 

○和久田薬務衛生課長 薬務衛生課でござい

ます。 

 31ページをお願いします。 
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 繰越計算書につきまして御報告いたしま

す。 

 医薬費で4,044万8,000円を繰り越しており

ます。 

 在宅訪問薬剤師支援センター等整備事業費

は、公益社団法人熊本県薬剤師会が行う施設

整備費について助成する事業で、平成26年12

月補正で計上していましたが、十分な工期を

確保することができなかったものです。平成

28年３月末に事業完了の予定です。 

 薬務衛生課は以上でございます。 

 

〇髙木健次委員長 以上で執行部の説明が終

わりましたので、議案等について質疑を受け

たいと思います。 

 質疑はありませんか。 

 

○藤川隆夫委員 ２ページのＨＡＣＣＰの件

なんですけれども、現在、熊本県内の食品関

係の過去を含めた事業所全体のうちの何％ぐ

らいこのＨＡＣＣＰを導入しているかという

のはわかりますか。 

 

○岡﨑健康危機管理課長 健康危機管理課で

ございます。 

 ＨＡＣＣＰの導入状況につきましてです

が、正確な数字はわかっておりませんが、お

よそ30カ所程度ＨＡＣＣＰを導入されている

んじゃないかと思われております。 

 それで、今年度の事業で、各地域、保健所

を回りまして、事業所を回りまして、ＨＡＣ

ＣＰの具体的な導入状況についても詳しく調

べて普及を図ってまいりたいと思っておりま

す。 

 

○藤川隆夫委員 わかりました。 

 まあ、今のことで、まだなかなか導入が進

んでないというふうな気がします。私が10数

年前にＨＡＣＣＰの質問をしたときに、まだ

２～３カ所しかなくて、それからもうちょっ

とふえているかなと思ったら、30カ所しかな

いということで、やっぱり食品の安全という

側面からも、やっぱりもうちょっと導入を進

めていってもらうと。導入をすることによっ

て、その導入した企業、ＨＡＣＣＰを入れて

いる企業に関しては、もうちょっと県のほう

でアピールしてやって、安全なんだよという

ような形でアピールしてもらえれば、また変

わってくるのかなというふうに思いますの

で、よろしくお願いします。 

 

〇髙木健次委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 

○岩田智子委員 子ども未来課の児童クラブ

に関する補正予算の件で、７ページですけれ

ども、助成ですから割合とかはあるんです

か。どのぐらいの――助成というのは全額と

いうことじゃないですよね。 

 

○福田子ども未来課長 放課後児童クラブの

運営費につきましては、基本的に２分の１を

保護者の皆さん方の利用料、それから２分の

１が公費負担するという考え方で、国のほう

で基準額が設定されています。 

 その公費負担の割合につきましては、国、

県、市町村が３分の１ずつ負担するという補

助割合でございます。 

 以上です。 

 

○岩田智子委員 ありがとうございました。 

 

〇髙木健次委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 

○重村栄委員 済みません、ちょっと私が理

解不足なんで申しわけありません。 

 ４ページから５ページにかけてのところの

老人福祉費の中で、新規事業として市民後見

推進事業とあります。それから、５ページの
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頭に成年後見制度というのがありますけれど

も、この辺の違いというか、どう違うのか。

それと、それぞれの役割分担というか、守備

範囲というか、それはどういうふうに違って

くるのか、ちょっと尐し説明していただけま

すか。 

 

○池田認知症対策・地域ケア推進課長 ４ペ

ージの市民後見推進事業、新規事業ですけれ

ども、それと、５ページの(5)の成年後見制

度利用促進事業でございますが、違いは何か

といいますと、簡単に言えば、(5)の事業が

県事業でございます。４ページのほうの(1)

は市町村の事業。もともと県のほうで普及啓

発、市町村に働きかけをやっておりましたけ

れども、市町村のほうには、国から10分の10

の補助事業で今までこの後見事業が行われて

いました。私たちが普及を働きかけて、市町

村のほうは国の事業を使って事業展開する、

それが、今度は新たに基金事業というふうに

されたものですから、県としてやるのは新規

ということで新規で上げておりますけれど

も、市町村としては、今までもやってきた事

業というふうに理解いただければ結構かと思

います。 

 以上です。 

 

○重村栄委員 これは、対象になる方という

のは、じゃあ県がする部分と市町村がする部

分、区分けされるわけですか。 

 

○池田認知症対策・地域ケア推進課長 県が

行いますのは、地域包括市町村職員に対して

の研修、それから民生委員等も含まれており

ますけれども、そういう、どちらかという

と、対象者のためのじゃなくて、そういう普

及啓発の事業となっております。 

 以上です。 

 

○重村栄委員 じゃあ市町村のほうが直接そ

の個人の方に対応するという形でいいんです

ね。 

 

○池田認知症対策・地域ケア推進課長 は

い、おっしゃるとおりでございます。 

 

○重村栄委員 わかりました。 

 

〇髙木健次委員長 よろしいですか。 

 ほかに質疑はありませんか。 

 

○藤川隆夫委員 23ページの中山間地域等創

生による地域包括ケア推進事業ということ

で、これから団体募集されるということなん

ですけれども、イメージ的にはどういうよう

な形の地域包括ケアシステムの推進を考えて

いるのか、ちょっと教えてください。 

 

○池田認知症対策・地域ケア推進課長 中山

間地域等創生による地域包括ケア推進事業、

イメージはどういうものかということですけ

れども、これは、昨年度までモデル事業で11

カ所程度――活動費そのものは10カ所です

が、11カ所ほど事業展開しております。 

 中山間地域等条件の不利な地域におきまし

ては、医療サービス、介護サービス、なかな

か普及が進まないものですから、ただ、そう

いっても地域に住まわれている住民の方々

は、自分のところにやっぱりサービスがある

程度必要だということは認識されておりま

す。それで、地域の住民の方々の参加のもと

に、市町村と県のほうもちょっと出かけまし

て、なおかつ補助金を出すことによって、そ

こで本当に必要とされる介護サービス等につ

いて議論をしていただいて、みずから立ち上

げていただこうというものでございます。 

 ですから、なかなか尐ない地域でのサービ

ス展開ということになりますので、その地域

によって出てくるものは尐々異なっている状

況です。今までやったところでは、小規模多
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機能、デイサービス、そういったものを立ち

上げたり、配食とかそういった住民によるサ

ービスを立ち上げられたところがございま

す。 

 以上でございます。 

 

○藤川隆夫委員 まあ、主に介護の側面から

の話だろうと思いますけれども、当然地域包

括ケアシステムとは、医療と介護の連携とい

う部分があると思うんですけれども、当然中

山間地、そんな医療資源があるわけでもない

という部分に関してはどういうふうにつなげ

るのか、あるいは、逆に言うと、道路インフ

ラの整備をしてつないでいくとかいろんな考

え方あると思いますけれども、ちょっと教え

てください。 

 

○池田認知症対策・地域ケア推進課長 医療

系のサービスにつきましては、やはり訪問診

療とか往診、そういったものを含めまして、

今特に力を入れておりますのは訪問看護サー

ビス、条件不利地域等につきましては訪問看

護サービス等の普及を展開するということ

で、今主要事業のほうではちょっと説明いた

しましたけれども、立ち上げ支援事業を持っ

ております。 

 具体的に今空白地域というのは、25年度に

調べた際には18カ所ございましたけれども、

今現在では大体６カ所まで絞り込めておりま

す。そのうち、今年度中に３カ所程度はおお

むねめどがついたかなと思っておりまして、

残りの３地域についても、周辺のサービスの

整備状況、それから、今言われたように道路

事情等も若干よくなったところもございまし

て、どうにかサービスそのものは提供できる

んじゃないかということで今考えているとこ

ろです。そういったところをさらに詰めてみ

たいと思っております。 

 以上です。 

 

○藤川隆夫委員 わかりました。 

 

〇髙木健次委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 

○岩田智子委員 健康づくり推進課の報告事

項についてですけれども、先ほどもちょっと

フッ化物洗口についてお尋ねをしましたけれ

ども、ちょっとはしょってしまって、先ほど

は。 

 いろいろ状況がここに載っています。５ペ

ージのところで、報告です。 

 私、学校に勤めていて、本当に30年勤めて

いましたので、30年前、本当に子供の虫歯が

とても多くて、それから子供の歯ブラシ指導

とかもずっとしてきまして、本当にこの15年

ぐらい前から子供の虫歯に関して、ゼロとい

う子と物すごくたくさんあるという子と、そ

の格差が大きくなっているというような、私

の感覚というか、あります。その格差を埋め

るためにということでもこの事業を始められ

たというふうには説明も聞いておりますが、

虫歯ゼロ本という子と虫歯がいっぱいある子

というような、その格差がどのぐらいなのか

というようなことは、今ここでわかります

か。 

 

○下村健康づくり推進課長 虫歯の状況の格

差についてということで、全国と比較して熊

本県の状況がどうかというお答えでよろしい

でしょうか。 

 

○岩田智子委員 そうですね、虫歯ゼロ本と

いう……。 

 

○下村健康づくり推進課長 12歳児の虫歯の

状況でいきますと、先ほども報告はさせてい

ただきましたけれども、熊本県は41位で1.3

本虫歯があると。全国平均でいきますと1.0

本で、一番尐ない都道府県である新潟県では
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0.5本という状況になります。 

 ちなみに、一番虫歯の本数が多い、12歳児

で一番多いのが沖縄県で2.2本ということ

で、県の状況としては、従前から余り大きく

変わっておりませんけれども、40位以降をず

っと継続しているという状況でございます。 

 

○岩田智子委員 ありがとうございます。 

 

〇髙木健次委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 

○岩田智子委員 済みません、続けてもう１

つだけ、申しわけありません。 

 歯・口の健康づくり推進事業ということ

で、８ページの一番最後の丸ですけれども、

｢小中学校でのフッ化物洗口の推進を図るた

め、市町村の要請に応じて研修会等で説明す

るとともに」云々と書いてあります。小中学

校でのフッ化物洗口の推進を図るためにやる

というふうに見てしまうので――歯の健康づ

くりのためですよね。虫歯予防するというよ

うな、子供の健康のためにこれを推進すると

いうことですよね。学校にどれだけ入れるか

というのが目標ではないんですよね、という

質問です。 

 

○下村健康づくり推進課長 あくまで目的は

子供の虫歯の数を減らすということが目標で

はあります。その手段として一番効果が出や

すい方法としては、学校現場でやっていただ

く、これは、子供さん方、皆さん方一緒にフ

ッ化物洗口をやっていただいて、それによっ

て――失礼しました。今先生お尋ねになった

部分については、教育庁の体育保健課でやっ

ておられる事業になりますので、私どものほ

うで、学校現場の内容としてお答えするのは

適当ではないかと思います。 

 ただ、先ほど申し上げましたように、私ど

も知事部局としましても、教育委員会と一緒

に、自治体、それから学校現場、市町村の教

育委員会に対しても、教育委員会とともにフ

ッ化物洗口についての御理解をいただくため

に動いておりますので、教育委員会と歩調を

合わせてやっていっているということです。 

 それから、あわせて申しますと、これは歯

科医師会も一緒に進めておるものでございま

す。私ども、どうしても専門家でございませ

んので、そういう意味で、歯科の技術的なも

の、それから専門的な部分については、歯科

医師会、それから歯科医師の方、学校歯科医

の方々も含めて御説明をする必要があると思

いますので、そういった方々と一緒にこうい

う推進事業をやらせていただいているという

ふうに御理解をいただきたいと思います。 

 

○岩田智子委員 ありがとうございました。 

 

〇髙木健次委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 

○重村栄委員 障害児等の歯科医療の件でち

ょっとお尋ねしたいんですが、今熊本県の歯

科医師会で、口腔センターで障害児の歯科治

療と口腔ケア、盛んにやっていただいて、か

なり採算性合わない事業だと思うんですけれ

ども、取り組んでいただいていると。それに

対して県のほうからも器具等の助成をしてい

ただいているということで、障害児をお持ち

の親御さん、あるいは障害児等にかかわって

いるいろんな施設、団体、そういったところ

から非常に高い評価をいただいているし、非

常に感謝の言葉を聞くところではあるんです

けれども、ただ、口腔センターに行ける範囲

がどうしても限られておりまして、県内でも

地域によっては口腔センターまで治療に行け

ないといったところが多々あるわけでして、

そういったところの方々からは、障害児の方

々の歯科治療、非常に困っていると。それ

で、地元の歯科の先生のところに行っても、



第２回 熊本県議会 厚生常任委員会会議記録（平成27年６月30日) 

 - 44 - 

先生方も逆にあんまりなれてないので、扱い

について、やっぱりどうしても口腔センター

みたいにうまくしてもらえないと、こういっ

た悩みがあるようでございます。 

 今回、いろんな先ほどからの説明の中に、

そういった歯科医師会の先生方、あるいは歯

科衛生士さん、こういった方々の研修等も含

めて取り組むようなことが書いてございます

けれども、この辺の認識をどのようにお持ち

なのか、もう尐しちょっと詳しく聞かせてい

ただければと思うんですけれども。 

 

○井上障がい者支援課長 委員御指摘のよう

に、高度な歯科医療できるところは限られて

おります。そういったところで口腔センター

に集中しているという現状もございます。そ

れで、私どもとしては、今健康づくり推進課

のほうから説明がありましたように、できる

だけ障害児も診療できる歯医者さんをふやし

ていこうということで、研修会ですとか、リ

ーダーの育成ですとか、それと、障害児者の

診療ができる歯医者、医療機関を広く県民の

皆様に知っていただく、こういった周知活動

もやっていきたいというふうに思っておりま

す。 

 以上でございます。 

 

○重村栄委員 障害児の方々の歯科治療、確

かに歯科医師の先生方の技術もさることなが

ら、設備的に、治療のベッドというんです

か、何というんですか、あれの設備がなかな

か普通ないんですよね。それで、やっぱり拘

束できるような機能を持ったものじゃない

と、逆に歯科衛生士さんがけがしたりとか、

そういうのが起こっているようですので、例

えば、医療圏に１つぐらいそういう施設を持

ったところをつくるとか、そういったことも

含めて、尐し投資をすることも含めて考えて

いかないと、ただ技術的な研修だけでは解決

しないんじゃないかなと思うんですけれど

も、その辺いかがでしょうか。 

 

○井上障がい者支援課長 御指摘のように、

障害児者の治療に当たっては、全身麻酔が必

要であったり、そういう専門的な医療が必要

でございます。そういったところが、できる

のが、残念ながら熊本市に集中しているとい

う状況でございます。 

 まあ、私どもとしては、各地域でそういっ

た専門的な医療ができる歯科病院、歯科診療

所がふえていくのが望ましいとは思っており

ますが、なかなか有効な手だて、手段という

のは見出せない状況でございます。 

 

○重村栄委員 もうそれ以上は言いませんけ

れども、ぜひ郡部でもそういったものができ

るように、前向きにひとつ検討をお願いした

いと思います。 

 

○松野明美委員 関連です。私の息子は小学

校６年生になるんですが、歯が、やはり障害

児ですからとぎっているんですね。それで、

そしゃくが難しいと。だから、４歳ぐらいま

ではミキサー食で、砕いてお湯のような形で

食べさせておりました。それで、心臓も悪い

ものですから、心臓病を持っておりますの

で、虫歯が菌になりまして心臓に何か入って

いくそうです。そしたら、またもう一回胸を

あけて心臓の手術をしなくちゃいけないとい

うことで、たかが歯とは言いますけれども、

本当に命にかかわるような、特に障害がある

子供たちというのは、命にかかわるような状

況になってしまいますので、特にそういうよ

うな充実を図っていただきたいと思っており

ます。 

 以上になります。要望です。 

 

〇髙木健次委員長 要望ですね。 

 

○松野明美委員 はいはい、要望でいいで
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す。 

 

〇髙木健次委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 なければ、以上で質疑を終了します。 

 それでは、ただいまから、本委員会に付託

されました議案第１号及び第８号から第11号

までについて、一括して採決したいと思いま

すが、御異議ありませんか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

〇髙木健次委員長 御異議なしと認め、一括

して採決いたします。 

 議案第１号外４件について、原案のとおり

可決することに御異議ありませんか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

〇髙木健次委員長 御異議なしと認めます。

よって、議案第１号外４件は、原案のとおり

可決することに決定いたしました。 

 次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りいたします。 

 議事次第に記載の事項について、閉会中も

継続審査とすることを議長に申し出ることと

してよろしいでしょうか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

〇髙木健次委員長 それでは、そのように取

り計らいます。 

 次に、その他に入ります。 

 執行部から報告の申し出が３件あっており

ます。 

 まず、報告について執行部の説明を求めた

後、質疑を受けたいと思います。 

 それでは、立川医療政策課長から報告をお

願いします。 

 

○立川医療政策課長 医療政策課です。 

 報告事項の１ページをお願いいたします。 

 地域医療構想の策定について御報告いたし

ます。 

 １の構想の趣旨でございます。 

 平成26年６月に成立しました医療介護総合

確保推進法に基づきまして、都道府県は、厚

生労働省が示した地域医療構想策定ガイドラ

インを参考に、平成27年４月から地域医療構

想、以下構想と言いますが、その策定に着手

することとされています。 

 構想は、団塊の世代が75歳以上となり、医

療・介護需要のピークを迎える2025年に向

け、病床の機能分化、連携を進めるために、

医療機能ごとに、2025年の医療需要、推計入

院患者数と病床の必要量、必要病床数を推計

し、定めるものでございます。 

 都道府県は、平成26年10月に開始された病

床機能報告制度に基づく各医療機関からの医

療機能の現状と今後の方向の報告等を活用

し、構想を策定し、さらなる機能分化を推進

していきます。 

 次に、２の構想の内容です。 

 まず、2025年の医療需要、推計入院患者数

と病床の必要量、必要病床数を都道府県内の

構想区域単位で、高度急性期、急性期、回復

期、慢性期の各機能と在宅医療等を推計いた

します。そして、2025年のあるべき医療提供

体制を実現するための施策を盛り込むことと

されています。 

 次に、構想策定後の実現に向けた取り組み

です。 

 都道府県は、機能分化、連携については、

関係医療機関の相互で協議する場として地域

医療構想調整会議を設け、議論、調整してい

きます。 

 次に、４、策定に当たっての検討体制で

す。 

 上記２の内容につきまして、医療関係者等

の意見を聴取し、合意形成を図る場として、

全県的な方向性や地域間の調整等を行う熊本

県地域医療構想検討専門委員会を本庁に置く

とともに、地域ごとに構想の検討を行う地域

医療構想検討専門部会を各地域の保健所に置

き、関係者の意見をしっかり聞きながら策定

してまいります。 
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 最後に、５の主なスケジュールについてで

す。 

 全県単位であります地域医療構想検討専門

委員会につきまして、第１回会議を６月４日

に開催いたしました。 

 次に、地域ごとの会議であります地域医療

構想検討専門部会につきましては、第１回会

議を７月に開催を予定しております。 

 これらの会議を年度内に３回程度実施いた

しまして、平成28年半ばごろに構想素案のお

おむねを決定し、平成29年２月ごろを目途に

構想の策定完了を目指したいと考えていま

す。 

 右の下の欄には、既に御報告させていただ

いたところでございますが、６月15日に、政

府、内閣官房の専門調査会が都道府県別に推

計した数値でございます。今後県においても

各圏域における必要病床数を推計していきま

す。 

 資料の２ページ目は、以上の説明を整理し

たものでございます。 

 医療政策課は以上でございます。 

 

○大塚国保・高齢者医療課長 国保・高齢者

医療課でございます。 

 報告資料の３ページをお願いいたします。 

 国民健康保険の財政運営責任等の都道府県

移行につきまして御報告いたします。 

 まず、経緯でございますが、(1)にござい

ますように、平成25年に制定されました持続

可能な社会保障制度の確立を図るための改革

の推進に関する法律、いわゆるプログラム法

に基づきまして、今般、国保の財政運営責任

等の都道府県移行等を内容といたします国保

法等の一部を改正する法律が公布されたとこ

ろでございます。 

 (2)にございますように、県といたしまし

ては、今後制度や運用の詳細を具体化するた

めに行われます国と地方の協議を引き続き注

視していくとともに、平成30年度の施行に向

けて、県内市町村と十分協議をしながら、準

備を進めていくこととしております。その下

に、関連いたしますプログラム法の関係規定

を入れております。 

 第４条第７項第１号イのところでアンダー

ラインを引いております。イのところに、国

民健康保険に対する財政支援を拡充するとい

う措置を講ずるとされております。また、ロ

のところの２行目からでございますが、国保

の運営について、財政運営を初めとして、都

道府県が担うことを基本としつつとし、その

上で、県と市町村の役割分担について必要な

方策を講ずるとされております。 

 概要のところで、今回の見直しの概要につ

きまして、国の資料をもとにまとめておりま

す。 

 まず、(1)国保への財政支援の拡充による

財政基盤の強化でございます。 

 ①の平成27年度から実施の項目といたしま

して、低所得者対策の強化のために、保険料

の軽減対象となります低所得者数に応じまし

た市町村への財政支援を拡充するとされてお

ります。また、２点目としまして、財政リス

クの分散、軽減のため、財政安定化基金を県

のほうに段階的に造成するとされておりま

す。 

 また、平成30年度から実施の予定といたし

まして、子供の数ですとか企業倒産による国

保の被保険者の急激な増など、自治体の責め

によらない要因によります医療費の増、負担

に対する財政支援の強化、さらに、保健事業

など、医療費の適正化に向けた取り組みを評

価いたします保険者努力支援制度が創設され

ることとされております。 

 次のページをお願いいたします。 

 国保の運営のあり方の見直しとして、県と

市町村の役割分担について書かれておりま

す。 

 まず、１の運営のあり方といたしまして、

１行目でございますが、都道府県が県内の市
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町村とともに国保の運営を担う、２ポツ目で

は、財政運営の責任主体となって中心的な役

割を担うとされております。また、３ポツ目

といたしまして、真ん中から右のほうでござ

いますが、国民健康保険運営方針を示し、市

町村が担う事務の標準化、効率化、広域化を

推進するとされております。 

 また、２以下につきまして、都道府県と市

町村の役割を記載したものがございますの

で、財政運営から説明をしてまいりたいと思

います。 

 まず、財政運営では、都道府県では、財政

運営の責任主体として、市町村が負担するこ

とになります国保の事業費納付金を決定する

こと、あわせて、国保財政の安定のために財

政安定化基金を設置、運営すること、市町村

は、県が示した国保事業費納付金を都道府県

に納付するとされております。 

 ３の被保険者の資格管理は、引き続き市町

村で担うことになりますが、都道府県におい

ては、事務の標準化、効率化、広域化を進め

るとされております。 

 ４の保険料の決定、賦課、徴収では、都道

府県において市町村ごとの標準保険料率を算

定、公表し、市町村では、この標準保険料率

等を参考に保険料の決定、賦課、徴収を行う

こととされております。 

 ５の保険給付は、引き続き市町村において

医療機関への支払い等の事務は行うことにな

りますが、都道府県では、市町村に対しまし

て、医療費の支払いに必要な費用を交付する

ことになります。また、あわせて、市町村が

行いました保険給付の点検を行うとされてい

ます。 

 ６の保健事業では、引き続き市町村が保健

事業を実施することとされ、県においては、

市町村に対する助言、支援を行うとされてお

ります。 

 今後の対応についてでございますが、県で

は、県内市町村等で構成いたします、以下に

記載の５つの検討部会を設置し、上記２、

(2)に掲げられた事項につきまして、市町村

と協議を行い、必要な準備を進めてまいるこ

ととしております。 

 国保・高齢者医療課関係は以上でございま

す。 

 

○下村健康づくり推進課長 健康づくり推進

課です。 

 ５ページの熊本県の歯科保健対策の推進に

関する施策の報告についてでございますが、

これは、先ほど議案等の報告第10号で説明を

させていただいておりますので、改めての説

明は省略をさせていただきます。 

 以上です。 

 

〇髙木健次委員長 報告が終了しましたの

で、質疑を受けたいと思います。 

 質疑はありませんか。 

 

○重村栄委員 地域医療構想の件ですけれど

も、この資料の１ページの右下に、厚労省が

出してきている病床数のやつが出ていますけ

れども、熊本県の場合は、増減率が30数％と

いう数字が出てきています。それで、これが

医療構想をつくるときの一つの指針みたいな

数値になっていくのかどうか、この拘束力み

たいなものがあるのかどうか、それをちょっ

とお聞きしたいんですが。 

 

○立川医療政策課長 拘束力にはならないと

考えております。これは、ただ、私ども、こ

の県別に出された数値と全く同じシステム、

ソフトウエアですけれども、それと、本県用

の熊本県のデータをもらっております。それ

で、試算された元データとシステムにつきま

しては、私どもが、今後、各医療圏、各構想

区域ごとに地域医療構想をつくってこの数字

を出していくんですけれども、大もとの数字

とソフトは一緒ということは言えます。た
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だ、これが、今後の私どもの構想をつくるに

当たっての縛りになるとか何とか、指針にな

るとかという御質問に対しては、指針とかそ

ういうものになるものではありません。 

 ただ、何回も申しますが、データとシステ

ム、ソフトウエアは全く同じものでございま

すので、ほぼ、積み上げれば、全く同じもの

でやっていますので、積み上げればこれに近

づくのではないかというようなことが国のほ

うからは言われております。 

 ただ、これに拘束されなさいとかそういっ

たことは全然言われておりません。 

 

○重村栄委員 それ以上はもういいです。 

 

〇髙木健次委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 なければ、以上で本日の議題は終了いたし

ました。 

 次に、陳情書が１件提出されておりますの

で、参考としてお手元に写しを配付しており

ます。 

 最後に、次回の委員会の日時については、

後日文書で通知しますので、よろしくお願い

いたします。 

 それでは、これをもちまして本日の委員会

を閉会します。 

  午後２時15分閉会 
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